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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の患者のためのシステムであって、それぞれの患者のための病院用ベッドから離れ
ている電子医療記録（ＥＭＲ）を維持する電子医療記録（ＥＭＲ）システムを持つ医療施
設で使用される病院用ベッドであって、
　　患者を保持するための患者保持構造、
　　前記患者保持構造に組み込まれ、前記患者保持構造によって保持される患者の第１の
バイタルサインデータを代表する信号を出力するために操作可能な少なくとも一つのセン
サー、
　　前記患者保持構造に連結されたグラフィカルユーザーインターフェース、および
　　前記少なくとも一つのセンサー、及び前記グラフィカルユーザーインターフェースに
連結された制御回路を有し、
　　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、前記患者保持構造によって保持され
る患者の電子医療記録（ＥＭＲ）にデータをカルテ記入するために介護者によって使用さ
れる入力を、少なくとも１つ表示し、
　　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、少なくとも一つの他の装置から介護
者によって読み出される患者の追加のバイタルサインデータを手入力するために介護者が
使用する患者情報スクリーンを表示するために選択できるバイタルサインカルテ入力アイ
コンを表示し、
　前記第１のバイタルサインデータは、前記患者情報スクリーン上に自動で用意されてお
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り、
　前記手入力されたバイタルサインデータは、その後、少なくとも一つの入力の選択に応
じた前記第１のバイタルサインデータと併せて、前記病院用ベッドから前記患者の電子医
療記録（ＥＭＲ）にカルテ記入される
ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　患者のＥＭＲへのカルテ記入のために前記ＥＭＲシステムにデータを送る前に、前記制
御回路が介護者の身分確認を必要とする
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項３】
　請求項２に記載の病院用ベッドであって、
　前記少なくとも１つの入力が使用されることに対応して、介護者に個人識別番号（ＰＩ
Ｎ）を入力するよう要求するスクリーンを、前記制御回路がグラフィカルディスプレイス
クリーンに表示し、かつ、
　介護者によるＰＩＮの入力により、前記ＥＭＲシステムにデータを送る前に前記制御回
路によって要求される前記身分確認を提供する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項４】
　請求項２に記載の病院用ベッドであって、
　前記制御回路に連結されたカードリーダーをさらに有し、
　少なくとも１つの入力が使用されることに対応して、介護者が前記カードリーダーと身
分証明（ＩＤ）カードを連動させることを、前記制御回路が要求し、かつ、
　介護者が前記カードリーダーとＩＤカード連動させることにより、前記ＥＭＲシステム
にデータを送る前に前記制御回路によって要求される前記身分確認を提供する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項５】
　請求項２に記載の病院用ベッドであって、
　前記制御回路に連結された無線タグリーダーをさらに有し、
　少なくとも１つの入力が使用されることに対応して、介護者に割り当てられた無線タグ
が前記無線タグリーダーと通信しているかどうかを、前記制御回路が判断し、かつ、
　前記無線タグと前記無線タグリーダーの間の通信により、前記ＥＭＲシステムにデータ
を送る前に前記制御回路によって要求される前記身分確認を提供する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項６】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　現在のベッドステータスデータであって介護者が患者のＥＭＲにカルテ記入するオプシ
ョンを持つベッドステータスデータを表示するために選択することのできるベッドステー
タスカルテ記入アイコンを、前記グラフィカルユーザーインターフェースは、表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項７】
　請求項６に記載の病院用ベッドであって、
　前記ベッドステータスカルテ記入アイコンを選択することにより、
　　前記患者保持構造の頭部分の角度、
　　前記患者保持構造のキャスターブレーキがセットされているかどうか、
　　前記患者保持構造の上部フレームが患者保持構造のベースに対して低い位置にあるか
どうか、
　　前記病院用ベッドの患者位置モニタリングシステムがセットされているかどうか、お
よび
　　前記病院用ベッドのベッド頭部モニタリングシステムがセットされているかどうか、
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　これらのベッドステータスデータについて少なくとも１つが、前記グラフィカルユーザ
ーインターフェース上に表示される
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項８】
　請求項６に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、現在のベッドステータスデータを患者
のＥＭＲに送るためにタッチするカルテボタンを表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項９】
　請求項６に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースはカルテボタンを表示し、かつ、
　前記カルテボタンがタッチされた時に、前記グラフィカルユーザーインターフェースは
、現在のベッドステータスデータが患者のＥＭＲにカルテ記入されるべきことを介護者が
確認するために使用する確認スクリーンを表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１０】
　請求項６に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、以前に患者のＥＭＲにカルテ記入され
たベッドステータスデータの履歴を前記グラフィカルユーザーインターフェース上にグラ
フィックで示すためにタッチするグラフボタンを表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１１】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記患者情報スクリーンは、
　　心拍数、呼吸数、血圧、パルス酸素濃度計数値、および、体温、
　これらの患者のバイタルサインデータの少なくとも１つを入力するための欄を有する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１２】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、患者のバイタルサインデータを患者の
ＥＭＲに送るためにタッチするカルテボタンを表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１３】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースはカルテボタンを表示し、かつ、
　前記カルテボタンがタッチされた時に、前記グラフィカルユーザーインターフェースは
、患者のバイタルサインデータが患者のＥＭＲにカルテ記入されるべきことを介護者が確
認するために使用する確認スクリーンを表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１４】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、以前に患者のＥＭＲにカルテ記入され
た患者のバイタルサインデータの履歴にアクセスするためにタッチする履歴ボタンを表示
する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１５】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは患者体重測定ボタンを表示し、かつ、
　前記患者体重測定ボタンは、
　　　　前記患者保持構造上に保持された患者の体重を測定することを前記制御回路に命
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令するために、および、
　　　　カルテ記入アイコンであって、患者のＥＭＲへ患者の体重をカルテ記入すること
を開始するためにこれにタッチするオプションを介護者が持つカルテ記入アイコンを、表
示するために
　　タッチされる
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１６】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、活動スクリーンを表示するために選択
できる患者活動アイコンを表示し、かつ、
　　前記活動スクリーンは、患者のＥＭＲへカルテ記入することを選択するオプションを
介護者が持つ患者活動について、メニューを有する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の病院用ベッドであって、
　患者活動の前記メニューは、
　　患者が仰向けに寝ているかどうか、
　　患者が右側を下にして寝ているかどうか、
　　患者が左側を下にして寝ているかどうか、
　　患者が前記病院用ベッドから出て椅子に座っているかどうか、および、
　　患者を座位に保持するために前記患者保持構造が椅子位置に動かされたかどうか、
　これらの活動の少なくとも１つを有する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、患者活動のデータを患者のＥＭＲに送
るためにタッチするカルテボタンを表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースはカルテボタンを表示し、かつ、
　前記カルテボタンがタッチされた時に、前記グラフィカルユーザーインターフェースは
、患者活動のデータが患者のＥＭＲにカルテ記入されるべきことを介護者が確認するため
に使用する確認スクリーンを表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、以前に患者のＥＭＲにカルテ記入され
た患者活動のデータの履歴を前記グラフィカルユーザーインターフェース上にグラフィッ
クで示すためにタッチするグラフボタンを表示する
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２１】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、
　　患者の薬剤アレルギーのリスト、
　　患者の食物アレルギーのリスト、
　　針刺しに関する禁忌、
　　患者の退出に関する禁忌、
　　患者の動きに関する禁忌、
　　ベッドの動きに関する禁忌、および、
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　　医師の指示に反したベッドの動きが試みられたという警告メッセージ、
これらの少なくとも１つを表示するために使用される
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２２】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、患者の摂取および排出に関する情報を
表示するために使用される
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の病院用ベッドであって、
　患者の摂取に関する前記情報は、
　　食事またはおやつで患者が食べた食物の量のパーセント、
　　患者が摂取した液体の量、
　　介護者が患者に提供した飲食への支援の程度、および、
　　患者が飲食した時間、
　これらの少なくとも１つを含む
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の病院用ベッドであって、
　患者の排出に関する前記情報は、
　　患者が排泄した尿量、
　　患者が排泄した便量、
　　患者が嘔吐した量、および、
　　患者の排泄が起こった時間
　これらの少なくとも１つを含む
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２５】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、巡回チェックリストを表示するために
使用される
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の病院用ベッドであって、
　前記巡回チェックリストは、介護者によって実施されるべき仕事または機能のリストを
含む
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の病院用ベッドであって、
　仕事または機能の前記リストは、
　　サイドレールを上げること、
　　ブレーキをセットすること、
　　病院用ベッドの上部フレームを最も低い位置にすること、
　　仰角３０°以上の位置に病院用ベッドの頭部分を上げること、
　　トイレへの経路に障害物がないことを確認すること、
　　常夜灯が点いていることを確認すること、
　　ベッド退出システムをセットすること、
　　患者の痛みのレベルを評価すること、
　　娯楽機器またはナースコールのコントロールが患者の手の届く範囲内にあることを確
認すること、
　　患者のバイタルサインをチェックすること、
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　　ＩＶポンプバッグまたは排液容器を交換または空にする必要があるかどうかをチェッ
クすること、
　　患者の体位を変えること、
　　部屋の中につまずく危険性がないことを確認すること、
　　包帯をチェックまたは交換すること、
　　患者が飲料水を必要としているかどうかをチェックすること、および、
　　患者がトイレに行く必要があるかどうかをチェックすること、
これらを１つ以上含む
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２８】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、手順リストを表示するために使用され
る。
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の病院用ベッドであって、
　前記手順リストの各手順は、関連する手順のステップのリストを含む
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項３０】
　請求項２８に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、手順の少なくとも一部を示すビデオク
リップと当該グラフィカルユーザーインターフェースにおいてリンクするために使用され
る
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項３１】
　請求項１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、
　　ネットワーク接続性についての情報、および、
　　病院用ベッドと関連付けられる可能性の高い患者についての情報、
これらの少なくとも１つを示すために使用される
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の病院用ベッドであって、
　前記グラフィカルユーザーインターフェース上に、患者と病院用ベッドの関連付けを介
護者が承認するために選択するボタンまたはアイコンが設けられている
　ことを特徴とする病院用ベッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、病院用ベッドなどの患者保持装置に関連する。より具体的には、本開示は、
データを閲覧しコマンドを入力するためのグラフィカルユーザーインターフェースを持つ
患者保持装置に関連する。
【０００２】
　グラフィカルユーザーインターフェースまたはディスプレイスクリーンを持つ患者保持
装置は、当技術分野で知られている。病院用ベッドのグラフィカルユーザーインターフェ
ースはアイコンを表示するタッチスクリーンであることが多く、これらは病院ベッドの機
能を制御したり、またはベッドの機能および特徴に関する興味のある情報を介護者に表示
するために使用される。例えば、「病院用ベッドのためのユーザーインターフェース」と
題する米国特許出願公報２００８／０２３５８７２　Ａ１を参照のこと。また、「制御の
改善された患者保持」と題する米国特許出願公報２００８／０１７２７８９　Ａ１も参照
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のこと。グラフィカルディスプレイ付き高性能ベッドは知られているが、病院用ベッドと
医療施設の電子医療記録（ＥＭＲ）システムなど他のコンピュータシステムおよびアプリ
ケーションの間の接続性を向上するニーズが根強く存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、添付した請求項に詳説した特徴および／または単独または任意の組み合わせ
により特許性のある主題を構成しうる下記の特徴のうち、１つ以上を含む。
【０００４】
　病院用ベッドなどの患者保持装置は、電子医療記録（ＥＭＲ）システムを持つ可能性の
ある医療施設での使用のために提供され得る。病院用ベッドは、患者を保持する患者保持
構造と、患者保持構造に連結されたグラフィカルユーザーインターフェースと、グラフィ
カルユーザーインターフェースに連結された制御回路とを含み得る。グラフィカルユーザ
ーインターフェースは、患者保持構造によって保持される患者の電子医療記録（ＥＭＲ）
にデータをカルテ記入するために介護者によって使用される入力を、少なくとも１つ表示
することができる。
【０００５】
　一部の実施形態では、患者のＥＭＲへのカルテ記入のためにＥＭＲシステムにデータを
送る前に、制御回路が介護者の身分確認を必要とすることがある。介護者の身分確認を必
要とすることに関連して、制御回路は、使用されている少なくとも１つの入力に対応して
、介護者に個人識別番号（ＰＩＮ）の入力を要求するスクリーンを、グラフィカルディス
プレイスクリーンに表示することができる。介護者によるＰＩＮの入力により、ＥＭＲシ
ステムにデータを送る前に制御回路によって要求される身分確認を提供することができる
。
【０００６】
　この代わりにまたはこれに加えて、制御回路にカードリーダーを連結することができ、
制御回路は、使用されている入力の少なくとも１つに対応して、介護者がカードリーダー
と身分証明（ＩＤ）カードを連動させることを要求することができる。例えば、介護者は
、ＩＤカードをスロットに挿入することにより、または、スロットにＩＤを通すことによ
り、カードリーダーを連動させることができる。いずれの場合においても、介護者がＩＤ
カードでカードリーダーを連動させることにより、ＥＭＲシステムにデータを送る前に制
御回路によって要求される身分確認を提供することができる。ＩＤカードは、磁気ストリ
ップを持つタイプのものであってよく、カードリーダーは例えば磁気カードリーダーであ
り得る。
【０００７】
　さらにこの代わりにまたはこれに加えて、無線タグリーダーを制御回路に連結すること
ができる。制御回路は、使用されている入力の少なくとも１つに対応して、介護者に割り
当てられた無線タグが無線タグリーダーと通信しているかどうかを判断することができる
。従って、無線タグと無線タグリーダーの間の通信により、ＥＭＲシステムにデータを送
る前に制御回路が要求する身分確認を提供することができる。また、この開示によって代
替策として意図されているのは、バイオメトリックセンサーを使用することであり、バイ
オメトリックセンサーは、この制御回路に連結されており、かつ、ＥＭＲシステムにデー
タを送る前に制御回路が要求する身分確認を提供する入力を受信する。このような実施形
態では、バイオメトリックセンサーは、介護者の指紋（例えば、親指の指紋）を読み取る
ことによって、または介護者の網膜をスキャンすることによって、介護者を識別するため
に使用される指紋リーダーまたは網膜スキャナーを１つ以上有することができる。
【０００８】
　一部の実施形態では、グラフィカルインターフェースは、介護者が患者のＥＭＲにカル
テ記入するオプションを持つ現在のベッドのステータスデータを表示するために選択する
ことのできる、ベッドステータスカルテ記入アイコンを表示し得る。ベッドステータスカ
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ルテ記入アイコンを選択すると、患者保持構造の頭部分の角度、患者保持構造のキャスタ
ーブレーキがセットされているかどうか、患者保持構造の上部フレームが患者保持構造の
ベースに対して低い位置にあるかどうか、病院用ベッドの患者位置モニタリングシステム
がセットされているかどうか、および、病院用ベッドのベッド頭部モニタリングシステム
がセットされているかどうか、これらのベッドステータスデータの少なくとも１つが、グ
ラフィカルユーザーインターフェース上に表示され得る。グラフィカルユーザーインター
フェースは、現在のベッドステータスを患者のＥＭＲに送るためにタッチすることができ
るカルテボタンを表示し得る。これの代わりにまたはこれに加えて、グラフィカルユーザ
ーインターフェースはカルテボタンを表示でき、かつ、このボタンがタッチされた時に、
グラフィカルユーザーインターフェースは、現在のベッドステータスデータが患者のＥＭ
Ｒにカルテ記入されるべきであることを介護者が確認するために使用し得る確認スクリー
ンを表示することとなる。グラフィカルユーザーインターフェースは、以前に患者のＥＭ
Ｒにカルテ記入されたベッドステータスデータの履歴にアクセスするためにタッチし得る
履歴ボタンを表示し得る。
【０００９】
　一部の実施形態では、患者のＥＭＲへのその後のカルテ記入として、介護者が患者のバ
イタルサインデータを入力するために使用し得る患者情報スクリーンについて、グラフィ
カルユーザーインターフェースは、この患者情報スクリーンを表示するために選択できる
バイタルサインカルテ記入アイコンを表示し得る。患者情報スクリーンは、心拍数、呼吸
数、血圧、パルス酸素濃度計数値、および、体温、これらの患者のバイタルサインデータ
の少なくとも１つを入力するための欄を含み得る。グラフィカルユーザーインターフェー
スは、患者のバイタルサインデータを患者のＥＭＲに送るためにタッチすることができる
カルテボタンを表示し得る。これに代わりまたはこれに加えて、グラフィカルユーザーイ
ンターフェースはカルテボタンを表示でき、かつ、このボタンがタッチされた時に、グラ
フィカルユーザーインターフェースは、患者のバイタルサインデータが患者のＥＭＲにカ
ルテ記入されるべきことを介護者が確認するために使用し得る確認スクリーンを表示する
こととなる。グラフィカルユーザーインターフェースは、以前に患者のＥＭＲにカルテ記
入された患者のバイタルサインデータの履歴にアクセスするためにタッチする履歴ボタン
を表示し得る。
【００１０】
　一部の実施形態では、グラフィカルユーザーインターフェースは患者体重測定ボタンを
表示でき、かつ、この患者体重測定ボタンは、これは患者保持構造上に保持された患者の
体重を測定することを制御回路に命令するために、および、カルテ記入アイコンであって
、患者のＥＭＲへの患者の体重のカルテ記入を開始するためにタッチするオプションを介
護者が持つカルテ記入アイコンを、表示するためにタッチされ得る。履歴ボタンは、グラ
フィカルディスプレイスクリーン上に設けることができ、これは以前に患者のＥＭＲにカ
ルテ記入された患者の体重の履歴にアクセスするために選択され得る。
【００１１】
　一部の実施例では、グラフィカルユーザーインターフェースは、活動スクリーンを表示
するために選択できる患者活動アイコンを表示でき、かつ、活動スクリーンは、患者のＥ
ＭＲへのカルテ記入を選択するオプションを介護者が持つ患者活動について、メニューを
有する。患者活動のメニューは、例えば、患者が仰向けに寝ているかどうか、患者が右側
を下にして寝ているかどうか、患者が左側を下にして寝ているかどうか、患者が病院用ベ
ッドから出て椅子に座っているかどうか、および、患者を座位に保持するために患者保持
構造が椅子位置に動かされたかどうか、これらの活動の少なくとも１つを含み得る。グラ
フィカルユーザーインターフェースは、患者の活動データを患者のＥＭＲに送るためにタ
ッチすることができるカルテボタンを表示し得る。これの代わりにまたはこれに加えて、
グラフィカルユーザーインターフェースはカルテボタンを表示でき、かつ、このボタンが
タッチされた時に、グラフィカルユーザーインターフェースは、患者活動のデータが患者
のＥＭＲにカルテ記入されるべきことを介護者が確認するために使用し得る確認スクリー
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ンを表示することとなる。グラフィカルユーザーインターフェースは、以前に患者のＥＭ
Ｒにカルテ記入された患者活動のデータの履歴にアクセスするためにタッチし得る履歴ボ
タンを表示し得る。
【００１２】
　一部の実施形態では、グラフィカルユーザーインターフェースは、患者に対する禁忌を
表示するために使用され得る。例えば、グラフィカルユーザーインターフェースは、患者
の薬物アレルギーのリスト、患者の食物アレルギーのリスト、針刺しに関する禁忌、およ
び、患者の退出に関する禁忌、これらの少なくとも１つを表示し得る。
【００１３】
　これの代わりにまたはこれに加えて、グラフィカルユーザーインターフェースは、患者
の摂取および排出に関する情報を表示するために使用され得る。患者の摂取に関する情報
には、例えば、食事またはおやつで患者が食べた食物量のパーセント、患者が摂取した液
体の量、介護者が患者に提供した飲食の際の支援の程度、および、患者が飲食した時間、
これらの少なくとも１つを含み得る。患者の排出に関する情報には、患者が排泄した尿量
、患者が排泄した便量、患者が嘔吐した量、および、患者の排泄が起こった時間、これら
の少なくとも１つを含み得る。
【００１４】
　一部の実施形態では、グラフィカルユーザーインターフェースは、例えば、介護者が実
施する仕事または機能のリストを含む巡回チェックリストを表示するために使用される。
仕事または機能のリストは、サイドレールを上げること、ブレーキをセットすること、病
院用ベッドの上部フレームを最も低い位置にすること、仰角３０°以上の位置に病院用ベ
ッドの頭部分を上げること、トイレへの経路に障害物がないことを確認すること、常夜灯
が点いていることを確認すること、ベッド退出システムをセットすること、患者の痛みの
レベルを評価すること、娯楽機器またはナースコールのコントロールが患者の手の届く範
囲内にあることを確認すること、患者のバイタルサインをチェックすること、ＩＶポンプ
バッグまたは排液容器を交換または空にする必要があるかどうかをチェックすること、患
者の体位を変えること、部屋の中につまずく危険性がないことを確認すること、包帯をチ
ェックまたは交換すること、患者が飲料水を必要としているかどうかをチェックすること
、および患者がトイレに行く必要があるかどうかをチェックすること、これらの１つ以上
含み得る。
【００１５】
　一部の実施形態では、グラフィカルユーザーインターフェースは手順リストを表示する
ために使用され、各手順は関連する手順のステップのリストを含み得る。一部の意図され
た実施形態では、グラフィカルユーザーインターフェースは、手順の少なくとも一部を示
すビデオクリップとグラフィカルユーザーインターフェースにおいてリンクするために使
用される。例えば、手順の各ステップのビデオクリップは、グラフィカルユーザーインタ
ーフェース上に表示され得る。
【００１６】
　本開示にしたがって、グラフィカルユーザーインターフェースは、ネットワーク接続性
についての情報および／または病院用ベッドと関連付けられる可能性の高い患者について
の情報を示すために使用される。このような実施形態では、ボタンまたはアイコンを、介
護者が患者と病院用ベッドの関係を選択するために、グラフィカルユーザーインターフェ
ース上に設けることができる。
【００１７】
　追加的な特徴は、上記に列挙したものおよび／または請求項に列挙したものを含めて、
単独または他の任意の特徴と組み合わせて、特許性のある主題を構成すると考えられ、当
業者にとっては、現時点で理解されている発明を遂行する最良の態様の模範例を示す例証
となる実施態様の下記の詳細な説明を考察することにより明らかとなる。
【００１８】
　詳細な説明は特に添付した以下の図を参照する。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、病院用ベッドのサイドレールに連結されたグラフィカルユーザーインタ
ーフェースまたはディスプレイスクリーンを持つ病院用ベッドの斜視図である。
【図２】図２は、ＥＭＲシステムのリモートコンピューターと通信中の病院用ベッドの電
気回路を示したブロック図である。
【図３】図３は、デフォルトスクリーンとしてグラフィカルユーザーインターフェース上
に表示されるメインメニュースクリーンの例である。
【図４】図４は、ユーザーがＥＭＲシステムにデータをカルテ記入することを許可された
人物としての自分の身分を確認できるように、ユーザーがカルテ記入タブにタッチするこ
とに対応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されるログインスクリーン
のスクリーンショットである。
【図５】図５は、ユーザーがログインスクリーンを使って自分の身分の確認に成功した後
にグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されるカルテ記入ホームスクリーンの
例であり、ログインスクリーンは患者、患者の担当医および担当看護師、患者のベッドの
ベッドシリアル番号、および患者の部屋割りに関する情報を有し、ログインスクリーンで
はスクリーンショットの右側にベッドステータス、患者情報および活動アイコンがある。
【図６】図６は、カルテ記入ホームスクリーン上のベッドステータスアイコンにタッチす
ることに対応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されるベッドステータ
ススクリーンの第一の例であり、第一の例では、患者のベッドの頭部分の角度は閾値角度
より大きく、ベッドの上部フレームはベッドのベースに対して低い位置にある。
【図７】図７は、ベッドステータスアイコンにタッチすることに対応してグラフィカルユ
ーザーインターフェース上に表示されるベッドステータススクリーンの第二の例であり、
第二の例では、患者のベッドの頭部分の角度は閾値角度より小さいため角度警告アイコン
は黄色に色分けされて警告状態を示しており、ベッドの上部フレームはベッドのベースに
対して低い位置にはないため低アイコンが黄色に色分けされて警告状態を示している。
【図８】図８は、ベッドステータスアイコンにタッチすることに対応してグラフィカルユ
ーザーインターフェース上に表示されるベッドステータススクリーンの第三の例であり、
第三の例では、スクリーンの左側に表示されている退出モードアイコンで示されるように
、ベッドの患者位置モニタリング（ＰＰＭ）システムは退出モードにセットされている。
【図９】図９は、ベッドステータスアイコンにタッチすることに対応してグラフィカルユ
ーザーインターフェース上に表示されるベッドステータススクリーンの第四の例であり、
第四の例では、スクリーンの左側に表示されているベッド外モードアイコンで示されるよ
うに、ベッドの患者位置モニタリング（ＰＰＭ）システムはベッド外モードにセットされ
ている。
【図１０】図１０は、ベッドステータスアイコンにタッチすることに対応してグラフィカ
ルユーザーインターフェース上に表示されるベッドステータススクリーンの第五の例であ
り、第五の例では、スクリーンの左側に表示されている患者位置モードアイコンで示され
るように、ベッドのＰＰＭシステムは患者位置モードにセットされている。
【図１１】図１１は、ベッドステータススクリーン上のカルテボタンまたは欄にタッチす
ることに対応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示される、カルテ記入確
認ポップアップウィンドウである。
【図１２】図１２は、カルテ記入確認ポップアップウィンドウ上の「はい」ボタンまたは
欄を選択したことに対応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示される、ベ
ッドステータス履歴スクリーンの例であり、ベッドステータス履歴スクリーンは、特定の
患者に対してＥＭＲシステムにカルテ記入されたベッドステータスをスクロールするため
に選択する左右のスクロール矢印を有す。
【図１３】図１３は、カルテ記入ホームスクリーン上の患者情報アイコンにタッチするこ
とに対応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示される患者情報スクリーン
であり、患者情報スクリーンは、心拍数、血圧、体温、パルス酸素計数値および呼吸数に
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関する患者情報のその後の手入力に対して選択可能な多くの疑問符を有する。
【図１４】図１４は、心拍数に対する疑問符をタッチした後の患者情報の例である。疑問
符は、デフォルトの心拍数と、または、ＥＭＲシステムもしくは病院用ベッドの回路に保
存された前回の心拍数と置き換えられる。心拍数情報を手動で変更するためにＯＫ、プラ
ス、マイナスボタンまたは欄が表示されている。
【図１５】図１５は、ＯＫボタンがタッチされたまたは押された状態の患者情報スクリー
ンの例である。
【図１６】図１６は、ＯＫボタンが放された後の患者情報スクリーンの例であり、ＯＫ欄
を押して放すことに対応して、日付スタンプおよび時間スタンプが患者情報スクリーンの
心拍数情報の近くに表示される。
【図１７】図１７は、プラスボタンがタッチされたまたは押された状態の患者情報スクリ
ーンの例である。
【図１８】図１８は、プラスボタンが放された後の患者情報スクリーンの例であり、プラ
ス欄を押して放すことに対応して、心拍数情報が１分あたり１回増加している。
【図１９】図１９は、それまで図１３の疑問符があった利用できる欄すべてに患者情報を
手入力した後の、患者情報スクリーンの例である。
【図２０】図２０は、図１９に示されるカルテボタンを押し、図１１に示されるものと同
一のカルテ記入確認ポップアップウィンドウの「はい」ボタンを押した後の、グラフィカ
ルユーザーインターフェース上に表示される患者情報履歴スクリーンの例であり、患者情
報履歴スクリーンは、特定の患者に対してＥＭＲシステムにカルテ記入された患者情報を
スクロールするために選択する左右のスクロール矢印を有する。
【図２１】図２１は、患者情報履歴スクリーン上でグラフボタンにタッチした後にグラフ
ィカルユーザーインターフェース上に表示される患者情報履歴グラフスクリーンの例であ
り、患者情報履歴グラフスクリーンは、異なる時間にＥＭＲシステムに保存された患者デ
ータをグラフで表示している。
【図２２】図２２は、カルテ記入ホームスクリーン上で活動アイコンをタッチすることに
対応して、グラフィカルユーザーインターフェース上に表示される活動スクリーンの例で
あり、活動スクリーンは入力追加ボタンを有する。
【図２３】図２３は、入力追加ボタンにタッチすることに対応して、グラフィカルユーザ
ーインターフェース上に表示される活動追加入力スクリーンの例であり、活動追加入力ス
クリーンは、仰向け、右側、左側、室内の椅子、および椅子モードのベッドの欄またはボ
タンを含む活動メニューを有する。
【図２４】図２４は、活動追加入力スクリーンの仰向け欄にタッチすることに対応して、
グラフィカルユーザーインターフェース上に表示される仰向け活動スクリーンの例であり
、仰向け活動スクリーンは「患者が仰向けになった」という文字を含む欄および「ｘ」ア
イコンを有する。
【図２５】図２５は、仰向け活動スクリーン上の「ｘ」アイコンにタッチすることに対応
してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示される活動削除入力スクリーンの例
であり、活動削除入力スクリーンは、活動を削除すべきかどうかによって選択される「は
い」および「いいえ」の欄またはボタンを有する。
【図２６】図２６は、図２４の仰向け活動スクリーン上でカルテボタンにタッチした後に
、かつ、表示されたカルテ記入確認ポップアップウィンドウ上の「はい」ボタンにタッチ
した後、かつ、図２２の活動スクリーン上で履歴閲覧ボタンまたは欄にタッチした後に、
グラフィカルユーザーインターフェース上に表示される活動履歴閲覧スクリーンの例であ
る。
【図２７】図２７は、ユーザーがスケールタブにタッチすることに対応してグラフィカル
ユーザーインターフェース上に表示されるスケールスクリーンの例である。
【図２８】図２８は、ユーザーが図２７のスケールスクリーン上の患者体重測定ボタンま
たは欄にタッチした後、閾値時間に対してグラフィカルユーザーインターフェース上に表
示されるスケール解放スクリーンである。
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【図２９】図２９は、病院用ベッドのスケールシステムが患者の体重を測定する間、グラ
フィカルユーザーインターフェース上に表示されるスケール体重測定スクリーンの例であ
る。
【図３０】図３０は、患者の体重を測定した後、グラフィカルユーザーインターフェース
上に表示されるスケール承認スクリーンの例であり、患者の体重がスケール承認スクリー
ン上に表示されている。
【図３１】図３１は、スケール黄色スクリーンの例であり、これは、病院用ベッドのＥＭ
Ｒ自動送信機能が有効化されている場合は、図３０のスケール承認スクリーン上の承認ボ
タンを押した後にグラフィカルユーザーインターフェース上に表示され、また、ＥＭＲ自
動送信機能が無効化されている場合は、承認ボタンを押した後であって、表示されたカル
テ記入確認ポップアップウィンドウ上で「はい」ボタンにタッチした後に、グラフィカル
ユーザーインターフェース上に表示される。このスケール黄色スクリーンは、患者のＥＭ
Ｒにその情報がカルテ記入されていることを示すために黄色にハイライトされた多くの欄
を有する。
【図３２】図３２は、スケール黄色スクリーンの黄色のハイライトが薄くなる閾値時間の
経過後、グラフィカルユーザーインターフェース上に表示されるスケール最終スクリーン
の例である。
【図３３】図３３は、病院用ベッドの自動送信機能が無効化されている場合、ツールタブ
にタッチすることに対応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されるツー
ル自動送信無効スクリーンである。
【図３４】図３４は、図３３のツール自動送信無効スクリーン上で自動送信機能に関連す
る変更ボタンまたは欄にタッチすることに対応して、グラフィカルユーザーインターフェ
ース上に表示される「ツール自動送信を有効にスイッチ」スクリーンであり、図３３のツ
ール自動送信無効スクリーンの変更ボタンにタッチした後、無効欄が有効欄に変更され黄
色にハイライトされている。
【図３５】図３５は、有効欄の黄色のハイライトが薄くなる閾値時間の経過後、グラフィ
カルユーザーインターフェース上に表示されるツール自動送信有効スクリーンの例である
。
【図３６】図３６は、図３５のツール自動送信有効スクリーン上で自動送信機能に関連す
る変更ボタンまたは欄にタッチすることに対応して、グラフィカルユーザーインターフェ
ース上に表示される「ツール自動送信を無効　にスイッチ」スクリーンであり、図３５の
ツール自動送信有効スクリーンの変更ボタンにタッチした後、有効欄が無効欄に戻り黄色
にハイライトされている。
【図３７】図３７は、表面タブを選択することに対応して、グラフィカルユーザーインタ
ーフェース上に表示される表面スクリーンであり、表面スクリーンは病院用ベッドのマッ
トレスのさまざまな機能を制御するためにタッチするユーザー入力を有する。
【図３８】図３８は、表面スクリーンの任意のユーザー入力にタッチすることに対応して
、グラフィカルユーザーインターフェース上に表示される「データをＥＭＲにカルテ記入
」スクリーンである。
【図３９】図３９は、表面スクリーン上で「右に回転」をタッチした後に、ＰＩＮを入力
し「データをＥＭＲにカルテ記入」スクリーン上でＯＫボタンをタッチすることに対応し
て、グラフィカルユーザーインターフェース上に表示される第一の「患者を右に回転」ス
クリーンであり、第一の「患者を右に回転」スクリーンはデータがカルテ記入のためにＥ
ＭＲに送信されたことを確認する文字列を有する。
【図４０】図４０は、表面スクリーン上で「右に回転」ボタンにタッチした後に、「デー
タをＥＭＲにカルテ記入」スクリーン上でキャンセルボタンをタッチすることに対応して
、グラフィカルユーザーインターフェース上に表示される第二の「患者を右に回転」スク
リーンである。
【図４１】図４１は、グラフィカルユーザーインターフェース上に表示される患者禁忌ス
クリーンであり、患者の薬物および食物アレルギーのリストを示し、患者は左腕の針刺し



(13) JP 6012949 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

が禁忌であることを示し、その患者に対するその他の禁忌を示している。
【図４２】図４２はグラフィカルユーザーインターフェース上に表示される「摂取／排出
のカルテ記入」スクリーンであり、患者が異なる時間に摂取した食物と飲物についての情
報を示す摂取表、および患者の排出についての情報を持つ排出表を示している。
【図４３】図４３は、図４４～４８のスクリーンをナビゲートするために選択するアイコ
ンまたはボタンを示す雑機能スクリーンである。
【図４４】図４４は、雑機能スクリーンの巡回チェックリストアイコンの選択に対応して
、グラフィカルユーザーインターフェース上に表示される巡回チェックリストスクリーン
であり、巡回チェックリストスクリーンは、関連する患者に関して介護者が実施する仕事
または機能のリストを有する。
【図４５】図４５は、雑機能スクリーン上での手順アイコンの選択に対応してグラフィカ
ルユーザーインターフェース上に表示される手順スクリーンであり、手順スクリーンは、
手順のステップのリストを閲覧するために選択できる多くの手順タブ、および手順の関連
ステップのビデオを閲覧するために選択できるビデオリンクボタンまたはアイコン一式を
有する。
【図４６】図４６は、雑機能スクリーン上でのサービスアイコンの選択に対応してグラフ
ィカルユーザーインターフェース上に表示されるサービススクリーンであり、サービスス
クリーンは、その医療環境で利用可能な他のサービスに関連するサービスボタンまたはア
イコン一式を有する。
【図４７】図４７は、雑機能スクリーン上でのＥＭＲダッシュボードアイコンの選択に対
応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されるチャートスクリーンであり
、チャートスクリーンは患者の電子医療記録で利用可能なさまざまなデータセットを見る
ために選択できる関連チャートボタンまたはアイコン一式を有する。
【図４８】図４８は、雑機能スクリーン上でのネットワーク／患者関連アイコンの選択に
対応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されるネットワーク／患者関連
スクリーンであり、ネットワーク／患者関連スクリーンは、ネットワーク接続性について
の情報を提供する文字の第一のブロックおよび対応するベッドと関連付けられるべき患者
についての情報を提供する文字の第二のブロックを有する。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
＝＝関連出願に対する相互参照＝＝
　本出願は、合衆国法典第３５編第１１９条（ｅ）項（３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．　§　１１９
（ｅ））に基づき、米国特許仮出願番号第６１／３９１，２６１号（２０１０年１０月８
日出願）の利益を主張するものであり、ここに参照により本明細書に組み込む。
【００２１】
　図１に示されるように、例証的病院用ベッド１０などの患者保持装置は、表面を保持す
るフレーム２０またはマットレス２２などの患者保持構造を含む。従来技術のベッドと比
較して、ベッド１０は、担当者によるベッドとは分離したまたは離れた場所にあるコンピ
ューターでのその後の確認行為を必要せずに、ベッド１０に入力されたコマンドを介して
情報またはデータを患者のＥＭＲにカルテ記入することを可能にする電子医療記録（ＥＭ
Ｒ）カルテ記入能力を含む。図３～４０に示されるスクリーンは、ベッド１０から患者の
ＥＭＲへのデータの入力に関連する。図１および２は、ＥＭＲカルテ記入能力を持つ１つ
の可能なベッド１０の詳細の一部を示す。しかし、この開示は、他のタイプのベッド、手
術台、検査台、ストレッチャーなどを含む他のタイプの患者保持装置に適用できる。
【００２２】
　図１を参照すると、ベッド１０は、ベース２８を含むフレーム２０と、上部フレーム組
立品３０と、および、上部フレーム組立品３０をベース２８に連結するリフトシステム３
２とを有する。リフトシステム３２は、ベース２８に対して上部フレーム組立品３０を上
昇、下降、および傾斜させる働きをする。ベッド１０は、頭側端部２４および足側端部２
６を持つ。病院用ベッド１０はさらに、足側端部２６にフットボード４５および頭側端部
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２４にヘッドボード４６を含む。例証的ベッド１０は、その頭側端部２４に、ベース２８
の直立部分２７に連結された一対の押しハンドル４７を含む。ヘッドボード４６も、ベー
スの直立部分２７に連結されている。フットボード４５は上部フレーム組立品３０に連結
されている。ベース２８は、ベッド１０がある場所から別の場所に移動する際、床（非表
示）に沿って回転する車輪またはキャスター２９を含む。一式の足ペダル３１は、ベース
３１に連結されており、キャスター２９にブレーキをかけたりリリースしたりするために
使用される。
【００２３】
　図１に示されるように、例証的病院用ベッド１０は、上部フレーム組立品３０に連結さ
れた４つのサイドレール組立品を有する。４つのサイドレール組立品は、一対の頭部サイ
ドレール組立品４８（時にヘッドレールと呼ばれる）および一対の足部サイドレール組立
品５０（時にフットレールと呼ばれる）を含む。サイドレール組立品４８および５０のそ
れぞれは、上昇位置（図１に表示）と下降位置（非表示）の間で動かすことができる。サ
イドレール組立品４８、５０は、本明細書では時にサイドレール４８、５０と呼ばれる。
各サイドレール４８、５０は、バリアパネル５４およびリンク５６を含む。各リンク５６
は上部フレーム組立品３０に連結されており、サイドレール４８、５０がそれぞれ上昇お
よび下降位置の間で動く際、バリアパネル５４をガイドするように構成されている。バリ
アパネル５４は、サイドレール４８、５０がそれぞれ上昇および下降位置の間で動く際、
リンク５６によって実質的に垂直方向に維持される。
【００２４】
　上部フレーム組立品３０は、リフトフレーム３４と、リフトフレーム３４に対して保持
された体重測定フレーム３６と、患者保持デッキ３８とを含む。患者保持デッキ３８は体
重測定フレーム３６で支えられており、マットレス２２の下部表面と連動する。図１に示
されるように、また図２に図式的に示されるように、例証的実例では、患者保持デッキ３
８は、頭部分４０、シート部分４２、大腿部分４３および足部分４４を含む。部分４０、
４３、４４はそれぞれ体重測定フレーム３６に対して移動できる。例えば、頭部分４０は
、シート部分４２に対して、枢動可能に上昇および下降するが、足部分４４は大腿部分４
３に対して枢動可能に上昇および下降する。さらに、大腿部分４３はシート部分４２に対
して連接する。また、一部の実施形態では、足部分４４は、足部分４４の全体の長さを変
えるため、従ってデッキ３８の全体の長さを変えるために、伸長・格納可能である。例え
ば、図２に図式的に示されるように一部の実施例では、足部分４４は、主要部分４５およ
び伸長部分４７を含む。
【００２５】
　例証的実施形態では、患者保持デッキ３８が、例えば患者を仰臥位に保持するための水
平位置（図１に表示）と患者を座位に保持するための椅子位置（非表示）を含むさまざま
な患者保持位置の間で動く際、シート部分４２は、体重測定フレーム３６に対して位置が
固定されている。他の実施形態では、シート部分４２も、枢動および／または平行移動な
どによって、体重測定フレーム３６に対して動く。シート部分４２が上部フレーム４２に
沿って平行移動するこれらの実施形態では、大腿および足部分４３、４４もシート部分４
２と共に平行移動することは言うまでもない。ベッド１０がベッド位置から椅子位置に動
く際、足部分４４は大腿部分４３に対して下降し、主要部分４５に対する伸長部分４７の
格納のために長さが短くなる。ベッド１０が椅子位置からベッド位置に動く際、足部分４
４は大腿部分４３に対して上昇し、主要部分４５に対する伸長部分の伸長のために長さが
長くなる。従って、椅子位置では、頭部分４０は体重測定フレーム３６から上方に伸び、
足部分は大腿部分４３から下方に伸びる。
【００２６】
　図２に図式的に示されるように、ベッド１０は、頭部分４０に連結された頭部モーター
またはアクチュエータ９０と、大腿部分４３に連結された膝部モーターまたはアクチュエ
ータ９２と、足部分４４に連結された足部モーターまたはアクチュエータ９４と、足伸長
部分４７に連結された足伸長部分モーターまたはアクチュエータ９６とを含む。モーター
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９０、９２、９４、９６は、例えば線形アクチュエータの電気モーターを含み得る。前述
のように、シート部分４２が上部フレーム３０に沿って平行移動するこれらの実施形態で
は、シートモーターまたはアクチュエータ（非表示）も設けられている。頭部モーター９
０は、頭部分４０を上昇・下降させる働きをする。膝部モーター９２は、大腿部分４３を
シート部分４２に対して連接する働きをする。足部モーター９４は、足部分４４を大腿部
分４３に対して上昇・下降させる働きをする。足伸長部分モーター９６は、足部分４４の
伸長部分４７を足部分４４の主要部分４４に対して伸長・格納する働きをする。
【００２７】
　一部の実施形態では、ベッド１０は、マットレス２２のさまざまな空気袋またはセル（
一部は図３７、３９、４０にアイコンとして図式的に表示されている）の膨張・収縮を制
御する空気圧システム７２　を含む。空気圧システム７２は図２に単一ブロックとして表
されている。しかしながら、ブロック７２は１つ以上の空気源（例えば、扇風機、ブロア
ー、圧縮機）、および、関連するバルブ、空気経路、空気ラインまたはチューブ、圧力セ
ンサーなどを表すことを意図しており、さらに、マットレスの空気袋を膨張・収縮するた
めに一般的に空気圧システムに含まれる関連する電気回路を表すことを意図している。
【００２８】
　また図２に図式的に示されるように、ベッド１０のリフトシステム３２は、１つ以上の
上昇システムモーターまたはアクチュエータ７０を含み、これは一部の実施形態では、電
気モーターを持つ線形アクチュエータを含む。従って、アクチュエータ７０は本明細書で
は時にモーター７０と呼ばれる。本開示で意図される代替的なアクチュエータまたはモー
ターには、例えば油圧シリンダーおよび空気圧シリンダーを含む。リフトシステム３２の
モーター７０は、ベース２８に対して上部フレーム組立品３０を上昇、下降、および傾斜
させる働きをする。例証的実施形態では、上部フレーム３０をベース２８に対して上昇、
下降、傾斜させる機能を達成するために、モーター７０の１つは頭側端部リフトアーム７
８一式に連結され、これに作用し、もう１つのモーター７０は足側端部リフトアーム８０
一式に連結され、これに作用する。図１に示されるように、例証的実例ではガイドリンク
８１はベース２８およびリフトアーム８０に連結している。ベッド１０のリフトシステム
は、Ｈｉｌｌ－Ｒｏｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．から入手可能なＶＥＲＳＡＣＡＲＥ（
登録商標）のリフトシステムとかなり類似している。ベッド１０の他の側面も、ＶＥＲＳ
ＡＣＡＲＥ（登録商標）ベッドとかなり類似しており、米国特許番号６，６５８，６８０
、６，６１１，９７９、６，６９１，３４６、６，９５７，４６１、７，２９６，３１２
にさらに詳述されており、それぞれが参照によって明示的に本明細書に組み込まれる。
【００２９】
　例証的実例では、図１に示されるように、ベッド１０はベース２８に連結された４つの
足ペダル８４ａ、８４ｂ、８４ｃ、８４ｄを持つ。足ペダル８４ａは、ベース２８に対し
て上部フレーム組立品３０を上昇させるために使用され、足ペダル８４ｂはベース２８に
対して上部フレーム組立品３０を下降させるために使用され、足ペダル８４ｃはフレーム
３６に対して頭部分４０を上昇させるために使用され、足ペダル８４ｄはフレーム３６に
対して頭部分４０を下降させるために使用される。他の実施形態では、足ペダル８４ａ－
ｄは省かれている。
【００３０】
　サイドレール４８はそれぞれ、関連するバリアパネル５４の外側に連結された第一のユ
ーザー制御パネル６６を含む。サイドレール５０はそれぞれ、関連するバリアパネル５４
の外側に連結された第二のユーザー制御パネル６７を含む。制御パネル６６、６７は、介
護者（非表示）がベッド１０の関連機能を制御するために使用するさまざまなボタンを含
む。例えば、制御パネル６６は、頭部分４０を上昇・下降させるために頭部モーター９０
を操作するのに使用するボタンと、大腿部分を上昇・下降させるために膝部モーターを操
作するのに使用するボタンと、上部フレーム組立品３０をベース２８に対して上昇、下降
、傾斜させるためにモーター７０を操作するのに使用するボタンとを含む。例証的実施形
態では、制御パネル６７は、足部分４４を上昇・下降させるためにモーター９４を操作す
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るのに使用するボタンと、足伸長部分４７を主要部分４５に対して伸長・格納するために
モーター９６を操作するのに使用するボタンとを含む。一部の実施形態では、制御パネル
６６、６７のボタンは薄膜スイッチを含む。
【００３１】
　図２に図式的に示されるように、ベッド１０は、モーター９０、９２、９４、９６、お
よびリフトシステム３２のモーター７０に電気的に連結された制御回路９８を含む。図６
では制御回路９８は単一ブロック９８として図式的に表されているが、一部の実施形態の
制御回路９８は、電気的および通信的に相互接続されたさまざまな回路基板、電子モジュ
ールなどを含む。制御回路９８は、本明細書に記述のさまざまな制御機能およびアルゴリ
ズムをソフトウェアに実行させるマイクロプロセッサ１７２またはマイクロコントローラ
を１つ以上を含む。従って、本技術分野でよく知られているように、回路９８は、ソフト
ウェア、変数、計算値などを保存するためのメモリー１７４も含む。
【００３２】
　また図２に図式的に示されるように、ユーザー入力ブロックは、制御パネル６６、６７
のボタンおよびペダル８４ａ－ｄなどのさまざまなユーザー入力を表し、これらは例えば
、介護者または患者が入力信号をベッド１０の制御回路９８に通信して、ベッド１０のさ
まざまなモーター７０、９０、９２、９４、９６の作動を命令し、ベッド１０の他の機能
の作動を命令するために使用される。図１に示されるように、ベッド１０は、それぞれの
サイドレール４８に連結されたグラフィカルユーザー入力またはディスプレイスクリーン
１４２の少なくとも１つを含む。図２に図式的に示されるように、ディスプレイスクリー
ン１４２は制御回路１４２に連結されている。一部の実施形態では、２つのグラフィカル
ユーザーインターフェース１４２が提供され、それぞれサイドレール４８に連結されてい
る。別の方法または追加的な方法として、１つ以上のグラフィカルユーザーインターフェ
ースが、サイドレール５０に連結されており、かつ／または、ヘッドボード４６およびフ
ットボード４５の１つまたは両方に連結されている。制御回路９８は、ユーザー入力コマ
ンドをグラフィカルディスプレイスクリーン１４２から受信するが、これは図３～４０に
関して下記でさらに詳述される。
【００３３】
　本開示によると、図２に図式的に示されるように、ベッド１０の制御回路９８は、ベッ
ド１０が配置されている医療施設が有するイーサネットなどの通信インフラ１７８を介し
て、および通信リンク１７７、１７９を介して、リモートコンピューター装置１７６と通
信する。本明細書では、コンピューター装置１７６は時には単に「コンピューター」と呼
ばれる。リモートコンピューター１７６は、本開示による電子医療記録（ＥＭＲ）システ
ムの一部である。しかし、ベッド１０の回路９８が、ナースコールシステム、医師の指示
システム、入院／退院／移送（ＡＤＴ）システム、または他の実施形態の医療施設で使用
されるいくつかの他のシステムの一部として含まれるような他のコンピューターと通信す
ることは、本開示の範囲内である。図２のイーサネット１７８は図式的に示されており、
医療施設のネットワークを構成するハードウェアおよびソフトウェアのすべてを表すこと
を意図している。
【００３４】
　例証的実例では、ベッド１０は、インフラ１７８のリンク１７９を介して双方向通信を
提供し、リンク１７７を介してコンピューター１７６と双方向通信する通信インターフェ
ースまたはポート１８０を有する。リンク１７９は、一部の実施形態では有線通信リンク
であり、他の実施形態では無線通信リンクである。従って、一部の実施形態では通信リン
ク１７９は、米国特許番号７，５３８，６５９と７，３１９，３８６、および米国特許出
願公報番号２００９／０２１７０８０　Ａ１、２００９／０２１２９２５　Ａ１、２００
９／０２１２９２６　Ａ１（これらのそれぞれは参照によって本明細書に明示的に組み込
まれる）に表示・記述されているタイプのベッドインターフェースユニット（ＢＩＵ）ま
たはネットワークインターフェースユニット（ＮＩＵ）の一部として含まれる壁面コンセ
ントにベッド１０を接続するケーブルを含む。他の実施形態では、通信リンク１７９は、
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米国特許出願公報番号２００７／０２１０９１７　Ａ１（これは参照によって本明細書に
明示的に組み込まれる）に表示・記述されているタイプの無線インターフェースユニット
とベッド１０の間の無線信号を含む。本開示によると、通信リンク１７７は、１つ以上の
有線リンクおよび／または無線リンクも含む。
【００３５】
　上述のように、ベッド１０は、リモートコンピューターの担当者によるその後の確認行
為を必要とすることなく、ベッド１０に入力されたコマンドを介して情報を患者のＥＭＲ
にカルテ記入できるような、ＥＭＲカルテ記入能力を有する。本開示で意図された一部の
実施形態では、データを患者のＥＭＲに入力する前に、ＥＭＲシステムコンピューター１
７６でその後の確認を行う必要がある場合がある。しかし、同じまたは異なる介護者によ
るリモートコンピューター１７６でのその後の行為を必要とせずに、ベッド１０での介護
者の行為を介して情報が患者のＥＭＲにカルテ記入または保存されるシステムは、より効
率的であると見られている。
【００３６】
　以後の図３～４０の説明では、グラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示
されるスクリーンを検討する。これらのスクリーンのそれぞれに関連するイメージおよび
機能は、図２に図式的に示されるメモリー１７４などのメモリーに保存されているソフト
ウェアによって制御され、図２に図式的に示されるマイクロプロセッサ１７２などのマイ
クロプロセッサまたはマイクロコントローラによって実行される。一部の実施では、複数
のマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラおよび複数のメモリー装置が、グラフ
ィカルユーザーインターフェース１４２上のさまざまなスクリーンの表示、およびこれら
のスクリーンと関連するさまざまな機能の実行に関連して使用される。例えば、一部の実
施形態では、グラフィカルユーザーインターフェース１４２はそれ自身のディスプレイド
ライバー回路を有し、この回路はそれ自身のマイクロプロセッサまたはマイクロコントロ
ーラおよびそれ自身のメモリーを含む。従って、一部の実施形態ではソフトウェアは複数
のメモリーロケーションに保存され、関連マイクロプロセッサまたはマイクロコントロー
ラによって実行され、以下に記述の全体的機能性を果たす。
【００３７】
　図３を参照すると、デフォルトスクリーンとしてグラフィカルユーザーインターフェー
ス１４２上に表示されるメインメニュースクリーン２００の例が示されている。スクリー
ン２００は、スクリーン２００に関連するメインメニュータブ２０２を含む。スクリーン
２００は、スケールタブ２０４、警報タブ２０６、表面タブ２０８、カルテ記入タブ２１
０、ツールタブ２１２、およびヘルプタブ２１４も有する。タブ２０２、２０４、２０６
、２０８、２１０、２１２、２１４は、関連スクリーンまたは一式のスクリーンを呼び出
すために、選択またはタッチされる。従って、タブ２０４、２０６、２０８、２１０、２
１２、２１４に関するスクリーン上をナビゲートする場合、ユーザーがメインメニュース
クリーン２００に戻りたい時は、ユーザーは単にタブ２０２を選択すればよい。本明細書
に記述の詳細に加えて、グラフィカルユーザーインターフェース１４２およびそれに表示
されるスクリーンのさらなる詳細は、米国特許出願公報番号２００８／０２３５８７２　
Ａ１に記述されており、これは参照によって本明細書に明示的に組み込まれる。
【００３８】
　メインメニュースクリーン２００は、ベッド１０に関連するすべての警報を列挙したア
クティブ警報欄２１６を含む。例証的実例では、ベッド１０に関して起こっている警報状
態はないため、欄２１６は空欄となっている。ベッド情報欄２１８は、スクリーン２００
上で欄２１６の下に表示され、ベッド１０の頭部角度（すなわち、使用されているセンサ
ータイプによって、頭部分４０のフレーム３６または水平方向に対する上昇角度）などの
情報を表示する。図２に図式的に示されるように、ベッド１０は、頭部分４０および制御
回路９８に連結されている角度センサー２２０を含む。適切な角度センサーの例には、例
えば２～３例を挙げると、電位差計、傾斜計、ボールスイッチ、および加速度計などが含
まれる。図３の例証的実例では、頭部角度は０°である。
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【００３９】
　スクリーン２００のベッド情報欄２１８には、ナースコール警告発信がオフになってい
ることを示す文字列もある。つまり、その特定のベッド１０では、介護者に警報状態を警
告するための遠隔ナースコールシステムによって、どのベッド状態もモニターされていな
いということである。この例では、文字列は「ＮａｖｉＣａｒｅ　ＯＦＦ」と表示される
。欄２１８のＮａｖｉＣａｒｅという用語は、Ｈｉｌｌ－Ｒｏｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎ
ｃ．から入手可能なＮＡＶＩＣＡＲＥ（登録商標）　Ｎｕｒｓｅ　Ｃａｌｌ（ＮＮＣ）　
システムを指す。一部の実施形態では、情報をＥＭＲシステム１７６にカルテ記入するベ
ッド１０の能力は、ベッド１０がナースコールシステムに接続されているかどうかには無
関係であり、もし接続されている場合でもナースコールシステムへのベッド１０の警告機
能がオンであるかオフであるかには無関係である。他の実施形態では、ベッド１０は、ナ
ースコールシステム、ＡＤＴシステム、または他のシステムを介してＥＭＲシステム１７
６と通信でき、従って、これらの特定の実施形態では中間システムへの接続性が必要とな
る。
【００４０】
　スクリーン２００は、マットレス２２のステータスについての情報を伝達する表面ステ
ータス欄２２２も有する。例証的実例では、欄２２２は、マットレス２２の回転療法機能
がオフであり、マットレス２２のパーカッションおよびバイブレーション（Ｐ＆Ｖ）機能
がオフであることを示す。さらにスクリーンは、マットレス２２が作動しているモードに
ついての情報を伝達する表面モード欄２２４を有する。例証的実例では、表面２２は通常
モードで作動している。他のモードには、例えば、圧力再配分モード、最大膨張モード、
右回転モード、左回転モード、およびシード収縮モードを含む。スクリーン２００は、一
部の実施形態では、ベッド１０についてのさらなる情報を視覚的に伝達するベッドアイコ
ン２２５を有する。例えば、アイコン２２５にはそれぞれのサイドレールが下降している
ことを示すために赤色に色分けされた４つのサイドレールがあり、異なるタイプの表面療
法またはモード情報を示すためにマークがアイコン２２５のマットレス部分に表示される
。
【００４１】
　介護者がカルテ記入タブ２１０を選択またはタッチした場合、ログインスクリーンまた
はポップアップウィンドウ２２６（図４に例を表示）がグラフィカルユーザーインターフ
ェース１４２上に表示される。スクリーン２２６は、ユーザー入力および欄を有し、これ
はデータをＥＭＲシステム１７６にカルテ記入することを承認された人物として介護者が
自分の身分を確認するために使用される。例えば、例証的実施形態では、スクリーン２２
６は、個人識別番号（ＰＩＮ）をタイプするために数字０－９に対応するボタンを持った
数字キーボード２３２を使うことを介護者に促す「ＰＩＮを入力してください」という文
字を表示する欄２２８を含む。関連するＰＩＮをタイプするために介護者がキーボード２
２８を使用すると、ＰＩＮ欄２３０に星印が表示される。欄２３０に正しいＰＩＮ全部が
入力されると、介護者はＯＫボタンまたはアイコン２３４をタッチまたは選択し、カルテ
記入スクリーン２４０（図５に例を表示）がグラフィカルユーザーインターフェース１４
２上に表示される。ユーザーがスクリーン２２６上のキャンセルボタン２３６を選択する
と、メインメニュースクリーン２００がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上
に表示される。キーボード２３２は、欄２３０に入力されたＰＩＮをクリアするために押
すＣボタン２３８を含む。従って、ボタン２３８は、介護者が欄２３０に自分のＰＩＮを
タイプする時に、介護者が不注意でミスを犯した場合に使用される。
【００４２】
　例証的実施形態では、介護者がデータをＥＭＲシステム１７６にカルテ記入することを
承認されていることを確認するためにログインスクリーン２２６上にタイプ入力されたＰ
ＩＮを使用しているが、介護者の身分を確認するための他の可能性も本開示の範囲内であ
る。例えば、一部の実施形態では、ベッド１０はトークンを読み込むトークンリーダーを
含む。トークンの一種としては磁気ストリップのついたカードがあり、トークンリーダー
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の一種としては、例えばスロットにカードをスワイプするかまたはスロットや開口部にカ
ードを挿入することによってカードと連動する磁気カードリーダーがある。別のタイプの
トークンとしては無線自動識別（ＲＦＩＤ）タグがあり、別のタイプのトークンリーダー
としてはＲＦＩＤタグリーダーがある。ＲＦＩＤタグおよび関連するＲＦＩＤタグリーダ
ーには、送信機、受信機、および／または互いに通信するために適切に配置されたトラン
シーバーを含む。例を挙げると、ベッド１０は、トランシーバーの近くにあるＲＦＩＤタ
グによって受信された場合にＲＦＩＤタグに関連する固有コードを含む無線メッセージに
応答する無線信号を送信するＲＦＩＤトランシーバーを有する。ＲＦＩＤタグの固有コー
ドは、割り当てられた介護者に関連付けられており、ベッド１０の近くにいる介護者の身
分を確認するために使用される。
【００４３】
　介護者の本人確認のためにログインスクリーン２２６にタイプ入力されたＰＩＮを使用
することについて、別の代替策としては、制御回路に連結されかつＥＭＲシステム１７６
にデータを送る前に制御回路９８が要求する確認を提供する入力を受信する、バイオメト
リックセンサーを使用することがある。このような実施形態では、バイオメトリックセン
サーは、介護者の指紋（例えば、親指の指紋）を読み取ることによって、または介護者の
網膜をスキャンすることによって、介護者を識別するために使用される指紋リーダーまた
は網膜スキャナーを１つ以上を含み得る。一部の実施形態では、バイオメトリックセンサ
ーは、１つまたは両方のサイドレール４８上の関連するディスプレイスクリーン１４２の
近くに設置されている。しかし、バイオメトリックセンサーは、ベッド１０の他の部分に
、例えばヘッドボード４６、フットボード４５、または一方または両方のサイドレール５
０、またはアーム、ポール、または上部フレーム３８から上方に伸びるポッドなどに設置
することもできる。
【００４４】
　図５を参照すると、上述のようにログインスクリーン２２６を使ってユーザーが自分の
身分確認に成功した後にグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示されるカ
ルテ記入ホームスクリーン２４０は、患者、患者を担当する医師と看護師、患者のベッド
のベッドシリアル番号、および患者の部屋割りに関する情報を伝達するダイナミック欄２
４２を有する。例証的実例では、患者はジェーン・ウィルミントン、患者の担当医はオー
ガスト医師、現在患者の担当となっている主介護者はロブ・バトラ（正看護師）、ベッド
シリアル番号は１０００１２０３４、患者の部屋割りは１０１Ａ号室である。患者の名前
、部屋の位置、患者の担当医および担当介護者に関する情報は、ＥＭＲシステム１７６ま
たはナースコールシステム、ＡＤＴシステムなどの別のシステムなどの他のシステムリモ
ートコンピューター装置から検索される。一部の実施形態では、介護者が欄２４２の情報
を確認することができるように、特に患者の身元を確認することができるように、スクリ
ーンはグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に提示される。一部の実施形態で
は、患者の名前は、ＨＩＰＡＡ適合形式などのコード化形式で表示される。
【００４５】
　　また図５を参照するが、カルテ記入ホームスクリーン２４０は、ベッドステータスア
イコン２４４、患者情報アイコン２４６、および活動アイコン２４８を有する。介護者が
ベッドステータスアイコン２４４を選択することに対応して、ベッドステータススクリー
ンがグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。さまざまなベッド機
能のステータスによって、ベッドステータススクリーンは異なるタイプの情報を伝達する
。本開示では、ベッドステータススクリーン２５０ａ、２５０ｂ、２５０ｃ、２５０ｄ、
２５０ｅの５つの例が、図６～１０にそれぞれ提供されている。例証的実例では、各ベッ
ドステータススクリーン２５０ａ、２５０ｂ、２５０ｃ、２５０ｄ、２５０ｅは、「現在
のベッドステータス」および部屋番号を示す「１０１Ａ」の文字列２５４の下に部分ベッ
ドマーク２５２を有する。部分ベッドマーク２５２は、頭部角度警報ステータスの吹き出
し２５６、現在の頭部角度読み出し欄２５７、キャスターブレーキステータスの吹き出し
２５８、上昇システムステータスの吹き出し２６０、および患者位置モニタリング（ＰＰ
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Ｍ）システムステータスの吹き出し２６２を含む。
【００４６】
　図６を参照すると、ベッドステータススクリーン２５０ａの第一の例が示されている。
第一の例では、頭部角度警報ステータスの吹き出し２５６は、ベッド１０の頭部角度警報
機能がセットされていることを示し、現在の頭部角度読み出し欄２５７はベッド１０の頭
部分４０が３３°であり、例証的実例の頭部角度警報システムの閾値３０°を下回ってい
ないことを示す。従って、ベッド１０の頭部分４０は十分に上昇しているので、スクリー
ン２５０ａの例に関してはベッドの頭部角度警報状態は存在しない。またスクリーン２５
０ａでは、キャスターブレーキステータスの吹き出し２５８は、キャスターブレーキがセ
ットされていることを示し、上昇システムステータスの吹き出し２６０は上部フレーム組
立品３０がベース２８に対して最も低い位置にあることを示し、ＰＰＭシステムステータ
スの吹き出し２６２はＰＰＭシステムがオフになっていることを示す。
【００４７】
　図７を参照すると、ベッドステータススクリーン２５０ｂの第二の例が示されている。
第二の例では、頭部角度警報ステータスの吹き出し２５６は、ベッド１０の頭部角度警報
機能がセットされていることを示し、現在の頭部角度読み出し欄２５７はベッド１０の頭
部分４０が２７°であり、例証的実例の頭部角度警報システムの閾値３０°を下回ってい
ることを示す。従って、ベッド１０の頭部分４０は十分に上昇しておらず、スクリーン２
５０ｂの例に関しては、ベッド角度警報状態が存在することを意味する。頭部分角度警報
状態のために、吹き出し２５６は例えば黄色または赤色などに色分けされて（図７では斜
線模様で示される）視覚的に警報状態を示す。またスクリーン２５０ａでは、キャスター
ブレーキステータスの吹き出し２５８は、キャスターブレーキがセットされていることを
示し、上昇システムステータスの吹き出し２６０は上部フレーム組立品３０がベース２８
に対して最も低い位置にはないことを示し、そのため警報状態を示すために色分けされて
おり、ＰＰＭシステムステータスの吹き出し２６２はＰＰＭシステムがオフになっている
ことを示す。
【００４８】
　図８～１０を参照すると、ベッド１０のＰＰＭシステムがセットされているそれぞれの
モードを示すために、ＰＰＭシステムステータスの吹き出し２６２がそれぞれのスクリー
ン２５０ｃ、２５０ｄ、２５０ｅにスクリーン２５０ａとは異なるアイコンを持つことを
除いては、ベッドステータススクリーンの第三、第四および第五の例２５０ｃ、２５０ｄ
、２５０ｅは、それぞれベッドステータススクリーンの第一の例２５０ａと同じである。
例証的実例では、図８の吹き出し２６２に表示されている退出モードアイコン２６４で示
されるように、スクリーン２５０ｃに関してはベッド１０のＰＰＭシステムは退出モード
にセットされており、図９の吹き出し２６２に表示されているベッド外モードアイコン２
６６で示されるように、スクリーン２５０ｄに関してはベッド１０のＰＰＭシステムはベ
ッド外モードにセットされており、図１０の吹き出し２６２に表示されている患者位置モ
ードアイコン２６８で示されるように、スクリーン２５０ｅに関してはベッド１０のＰＰ
Ｍシステムは患者位置モードにセットされている。
【００４９】
　図２に図式的に示されるように、ベッド１０はスケールシステム２７０を含む。スケー
ルシステム２７０は、ベッド１０上の患者の体重を示す体重センサーを１つ以上を含む。
一部の実施形態では、スケールシステムは、リフトフレーム３４をフレーム３４の四隅に
隣接して体重測定フレーム３６と相互接続する４つのロードセル（例えば、歪みゲージ付
きロードビーム）を含む。患者の体重の感知に加えて、スケールシステム２７０のセンサ
ーからのデータは、制御回路９８が、マットレス２２および／または上部フレーム組立品
２２に対する患者の位置を決定するためにも使用される。従って、例証的実例では、体重
測定スケールシステム２７０のセンサーからのデータは、警報状態が存在するかどうかを
決定するために、ＰＰＭシステムの退出、ベッド外、および患者位置モードに関連する閾
値と比較される。病院用ベッドで使用されるスケールシステムの例は、　米国特許番号７



(21) JP 6012949 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

，６１０，６３７、７，２５３，３６６、７，１７６，３９１、６，９２４，４４１、６
，６８０，４４３、５，８５９，３９０に表示・記述されており、このそれぞれは参照に
よって本明細書に組み込まれる。退出、ベッド外、および患者位置モードを持つロードセ
ルベースのＰＰＭシステムの考察については特に米国特許番号７，２５３，３６６を参照
のこと。
【００５０】
　図６～１０に示されるように、ベッドステータススクリーンは、カルテ記入ボタンまた
はアイコン２７２、履歴の閲覧ボタンまたはアイコン２７４、および「戻る」ボタンまた
はアイコン２７６を含む。また図６～１０に示されるように、一部の実施形態では、ベッ
ドステータススクリーンは、スクリーン２００のベッドアイコン２２５とかなり類似して
おり、ベッド１０についてのさらなる情報を視覚的に伝達するベッドアイコン２２５も有
する。ベッドステータススクリーン上の「戻る」ボタン２７６の選択に対応して、ベッド
ステータススクリーン上のベッドステータスデータをＥＭＲシステム１７６にカルテ記入
または送信することなく、カルテ記入ホームスクリーン２４０がグラフィカルユーザーイ
ンターフェース１４２上に表示される。ベッドステータススクリーン上の履歴の閲覧ボタ
ン２７４の選択に対応して、ベッドステータス履歴スクリーン２８６（図１２に例を示す
）がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。スクリーン２８６は
以下でさらに詳細に考察する。
【００５１】
　図１１に示されるように、ベッドステータススクリーン上のカルテ記入ボタン２７２の
選択に対応して、カルテ記入確認ポップアップウィンドウ２７８がグラフィカルユーザー
インターフェース１４２上に表示される。ウィンドウ２７８は、介護者が吹き出し２５６
、２５８、２６０、２６２および読み出し欄２５７に表示されるベッドステータスデータ
を、関連する患者のＥＭＲにカルテ記入したいかどうかを尋ねる文字２８０を有する。「
はい」ボタンまたはアイコン２８２および「いいえ」ボタンまたはアイコン２８４が、ウ
ィンドウ２７８に用意されている。ウィンドウ２７８の「いいえ」ボタン２８４の選択に
対応して、カルテ記入ホームスクリーン２４０が再びグラフィカルユーザーインターフェ
ース１４２上に表示され、ベッドステータススクリーン上に表示されているどのベッドス
テータスデータもＥＭＲシステム１７６にカルテ記入または送信されない。
【００５２】
　ウィンドウ２７８の「はい」ボタン２８２の選択に対応して、吹き出し２５６、２５８
、２６０、２６２および読み出し欄２５７に表示されているベッドステータスデータが、
関連する患者のＥＭＲにカルテ記入される。その後、例えば図１２に示されるように、ベ
ッドステータス履歴スクリーン２８６が自動的にグラフィカルユーザーインターフェース
１４３上に表示される。ベッドステータス履歴スクリーン２８６は、特定の患者に対して
ＥＭＲにカルテ記入されたベッドステータスデータをスクロールするために選択する左ス
クロール矢印２８８および右スクロール矢印２９０を有する。ウィンドウ２７８で「はい
」ボタン２８２を選択した場合、スクリーン２８６は始めに、ＥＭＲシステム１７６に記
入されたばかりのデータを関連する日付および時間スタンプ２９２と共に表示する。異な
る時間にカルテ記入されたデータをスクロールするために矢印２８８、２９０を使用する
と、日付および時間スタンプ２９２は、部分ベッドマーク２５２の吹き出し２５６、２５
８、２６０、２６２および欄２５７に表示される特定のデータがカルテ記入された日付と
時間に一致するように変わる。
【００５３】
　ベッドステータススクリーンの履歴の閲覧ボタン２７４を押すことに対応して、ベッド
履歴スクリーン２８６に到達した場合は、スクリーン２８６は始めに、ＥＭＲシステム１
７６に以前カルテ記入された直近のベッドステータスデータを示し、スクロール矢印２８
８、２９０は前述と同様の方法で使用される。スクリーン２８６は「戻る」ボタン２７６
も有し、これを選択すると、例えば図５に示されるカルテ記入ホームスクリーン２４０が
グラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示されることになる。
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【００５４】
　図５に示されるカルテ記入ホームスクリーン２４９上の患者情報アイコン２４６を介護
者が選択することに対応して、図１３の例に示されるように患者情報スクリーン２９４が
グラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。スクリーン２９４上のカ
ルテ記入タブ２１０の題名が「カルテ記入」から「患者情報」に変わり、患者情報タブ２
１０’として示される。一部の実施形態では、スクリーン２４０上でベッドステータスア
イコン２４４を選択したときに、タブ２１０に対して類似の題名変更が起こる。つまり、
一部の実施形態では、スクリーン２４０上のタブ２４４を選択することに対応して、タブ
２１０は題名が「カルテ記入」から「ベッドステータス」に変わる。
【００５５】
　スクリーン２９４は、心拍数欄２９６、非侵襲性血圧（ＮＩＢＰ）欄２９８、体温欄３
００、パルス酸素濃度値（ＳｐＯ２）欄３０２、および呼吸数欄３０４を含む。図１３で
は、すべての欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４には疑問符があり、どの患者デ
ータも介護者によってこれらの欄にまだ入力されていないことを示す。従って、例証的実
施形態では、以下に考察されるように、結果としてＥＭＲシステム１７６にカルテ入力す
るために、介護者は、データを欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４に手入力する
。ベッド１０が欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４に関する患者データの一部ま
たはすべてを感知する統合センサーを持つ他の実施形態では、欄２９６、２９８、３００
、３０２、３０４には、感知された患者データが自動記入される。さらに他の実施形態で
は、ベッド１０と他の機器との間の室内接続（有線および／または無線）、または通信イ
ンフラ１７８のどちらかを介して、ベッド１０の制御回路９８が他の患者ケア機器と通信
している。この実施形態では、欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４には、ベッド
１０が始めに患者データを収集する他の患者ケア機器から受信した対応する患者データが
自動記入される。
【００５６】
　患者情報スクリーン２９４の欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４に患者データ
を手入力するには、介護者はデータを手動で入力すべき特定の欄２９６、２９８、３００
、３０２、３０４にタッチする。図１４～１８に関する考察では、患者の心拍数データを
欄２９６に手入力するためのさまざまなオプションに関する例が挙げられている。対応す
るタイプのデータの他の欄２９８、３００、３０２、３０４への入力については、同様の
プロセスに従う。データを欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４に手入力する時は
、介護者がハンドヘルドまたはポータブル医療機器を使って自分でデータを測定した場合
や、または介護者が、例えば心電計（ＥＫＧ）、電子血圧計カフ、またはパルス酸素濃度
計などのバイタルサインモニターなどの患者をモニターしている他の装置でデータを閲覧
している場合がある。
【００５７】
　患者情報スクリーン２９４上で、介護者が心拍数欄２９６を選択またはタッチすると、
以前にＥＭＲシステム１７６にカルテ記入されたデータがない場合は欄２９６にはデフォ
ルト値が記入され、ＥＭＲシステム１７６に最も最近カルテ記入されたデータ値が記入さ
れる。一部の実施形態では、ベッド１０は以前にカルテ記入されたデータをＥＭＲシステ
ム１７６から検索し、他の実施形態では、ベッド１０はカルテ記入されたデータを、その
後の検索のためにメモリー１７４などにローカル保存する。例証的実例では、欄２９６に
タッチした後、図１４に示されるように、ベッド１０上の関連する患者について、以前に
カルテ記入された心拍数（回／分）が９０回／分であることを示すために、欄２９６に数
字９０が表示される。図１４にも示されるように、欄２９６にタッチすることに対応して
、ＯＫアイコンまたはボタン３０６、プラスアイコンまたはボタン３０８およびマイナス
アイコンまたはボタン３１０も、スクリーン２９４上の欄２９６の右側に表示される。
【００５８】
　患者の心拍数がまだ９０回／分の場合、介護者がＯＫアイコン３０６を押すかタッチす
ると、色の変更（図１５では斜線で示される）などによってＯＫアイコン３０６はハイラ
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イトされ、アイコン３０６が正しく押されたことを示す視覚的フィードバックを介護者に
与える。そして、介護者はアイコン３０６を押すまたはタッチすることを停止する。介護
者がアイコン３０６を放した後、アイコン３０６のハイライトは消える。日付および時間
スタンプ３１２が欄２９６に隣接して表示され、特定の患者データ（この例では心拍数）
が測定された日付および時間が示される。
【００５９】
　患者の心拍数がもはや９０回／分ではなく、介護者が心拍数データ値を変更したい場合
は、介護者はプラスアイコン３０８またはマイナスアイコン３１０を押して、データ値を
それぞれ増加または減少させる。例えば、介護者がプラスアイコン３０８にタッチすると
、プラスアイコン３０８は色の変更（図１７では斜線で示される）などによってハイライ
トされ、アイコン３０８が正しく押され心拍数が増加されたことを示す視覚的フィードバ
ックを介護者に与える。追加的整数で心拍数を増加させたい場合は、介護者はデータ値が
増加する間、単にアイコン３０８を押し続けるかタッチし続ければよい。データ値が希望
値に達したら、介護者はアイコン３０８を押すまたはタッチするのを停止する。介護者が
アイコン３０８を放した後、アイコン３０８のハイライトは消える。日付および時間スタ
ンプ３１２が欄２９６に隣接して表示され、図１８に示されるように特定の患者データ（
この例では心拍数）が測定された日付および時間を示す。マイナスアイコン３１０は、デ
ータ値を減少させるために同様に作動する。
【００６０】
　同じプロセスを使用して、介護者は各欄２９８、３００、３０２、３０４にデータ値を
入力および変更する。必要に応じて、特定の患者に対して関連データが利用できないまた
はモニターされていない場合は、介護者は欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４を
１つ以上空欄にしておくことができる。図１９に示される例では、各欄２９６、２９８、
３００、３０２、３０４は、介護者がデータを手入力しており、各欄２９６、２９８、３
００、３０２、３０４に隣接して日付および時間スタンプ３１２がある。なお、関連する
疑問符を以前にカルテ記入されたデフォルト値と置き換えるために介護者が欄２９６、２
９８、３００、３０２、３０４の１つを選択した場合において、介護者がその後閾値時間
（例えば２～１５秒）内にＯＫアイコン３０６にタッチしなかったまたはプラスやマイナ
スアイコン３０８、３１０を使って値を変更しなかった場合は、対応する欄２９６、２９
８、３００、３０２、３０４に示されている値は消えて、対応する欄２９６、２９８、３
００、３０２、３０４に疑問符が再表示される。
【００６１】
　例証的実例では、１分あたりの心拍数（回／分）、水銀ミリメートルでの血圧（ｍｍＨ
ｇ）、華氏および摂氏両方での体温（°Ｆ／°Ｃ）、ヘモグロビンの酸素との飽和パーセ
ントに対応する末梢酸素の飽和パーセントとしてのパルス酸素濃度計値（ＳｐＯ２）、お
よび１分あたりの呼吸数（回／分）、これらに対応する患者データを患者情報スクリーン
２９４に手入力できる。他の実施形態では、上述のデータに加えて、またはその代わりに
、他のタイプの患者データをスクリーン２９４に手入力できる。侵襲性血圧および患者の
身長は、別タイプの患者データの例である。なお、測定値の他の単位の使用も本開示の範
囲内である。
【００６２】
　図１３～１９に示されるように、患者情報スクリーン２９４は、カルテ記入ボタンまた
はアイコン３１４、履歴の閲覧ボタンまたはアイコン３１６、および「戻る」ボタンまた
はアイコン３１８を含む。欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４の１つ以上に関連
患者データが記入された後、介護者がカルテ記入アイコン３１４を押すと、図１１に示す
カルテ記入データスクリーンまたはウィンドウ２７８がグラフィカルユーザーインターフ
ェース１４２上に表示される。介護者はその後、スクリーン２７８上の「はい」アイコン
２８２を選択して、スクリーン２９４上に示される患者データをＥＭＲシステム１７６に
送って患者の医療記録にカルテ記入する。介護者がデータをＥＭＲシステム１７６にカル
テ記入したくない場合は、介護者はスクリーン２７８上の「いいえ」アイコン２８４を選
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択し、患者データをＥＭＲシステム１７６に送ることなくスクリーン２９４に戻る。
【００６３】
　介護者がスクリーン２９４上の「戻る」ボタン３１８を選択すると、カルテ記入ホーム
スクリーン２４０（例を図５に表示）がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上
に表示される。介護者がスクリーン２９４上のカルテ記入アイコン３１４を選択し、次に
スクリーン２７８上の「はい」アイコン２８２を選択することに対応して、例えば図２０
に示されるように、患者情報履歴スクリーン３２０がグラフィカルユーザーインターフェ
ース１４２上に表示される。患者情報履歴スクリーン３２０は、特定の患者に対してＥＭ
Ｒにカルテ記入された患者データをスクロールするために選択する左スクロール矢印３２
２および右スクロール矢印３２４を有する。時間を遡ってスクロールするには左スクロー
ル矢印３２２を選択し、時間を先にスクロールするには右スクロール矢印３２４を使用す
る。スクロール矢印３２２、３２４を使って異なる時間にＥＭＲシステム１７６にカルテ
記入されたデータを検索する際、欄２９６、２９８、３００、３０２、３０４にはカルテ
記入されたデータが記入されており、ＥＭＲシステム１７６に関連データがカルテ記入さ
れた日付と時間を示すために日付および時間スタンプ３２６が矢印３２２、３２４の間の
領域に表示される。
【００６４】
　図２０に示されるように、患者情報履歴スクリーン３２０は、グラフボタンまたはアイ
コン３２８を含む。介護者がグラフボタン３２８を選択することに対応して、患者情報履
歴グラフスクリーン３３０（例を図２１に表示）がグラフィカルユーザーインターフェー
ス１４２上に表示される。患者情報履歴グラフスクリーン３３０は、異なる時間にＥＭＲ
システムに保存された患者データのグラフ表示を含む。一部の実施形態では、介護者はス
クリーン３３０をダブルタップして、患者情報履歴スクリーン３２０に戻る。他の実施形
態では、「閉じる」ボタンまたは「戻る」ボタンが設けられている。「閉じる」アイコン
の「戻る」を選択すると、介護者は患者情報履歴スクリーン３２０に戻り、その後上述の
ようにスクリーン３２０上の「戻る」ボタン３１８を使って、介護者はカルテ記入ホーム
スクリーン２４０に戻る。一部の実施形態では、グラフのすべてがスクリーン３３０上に
入らない場合、介護者が患者情報履歴グラフの他の部分にスクロールできるように、左お
よび右スクロール矢印がスクリーン３３０上に設けられている。
【００６５】
　カルテ記入ホームスクリーン２４０上で活動アイコン２４８を選択することに対応して
、例えば図２２に示されるように、活動スクリーン３３２がグラフィカルユーザーインタ
ーフェース１４２上に表示される。活動スクリーン３３２がインターフェース１４２上に
表示される時、カルテ記入タブ２１０の題名は「カルテ記入」から「活動」に変わり、活
動タブ２１０”として示される。活動スクリーン３３２は、入力追加ボタンまたはアイコ
ン３３４、カルテ記入ボタンまたはアイコン３３６、履歴の閲覧ボタンまたはアイコン３
３８、および「戻る」ボタンまたはアイコン３４０を有する。
【００６６】
　介護者がスクリーン３３２上の入力追加アイコン３３４を選択すると、例えば図２３に
示されるように、活動入力追加スクリーン３４２がグラフィカルユーザーインターフェー
ス１４２上に表示される。活動入力追加スクリーン３４２は、仰向けアイコン３４６、右
側アイコン３４８、左側アイコン３５０、室内の椅子アイコン３５２、および椅子モード
ベッドアイコン３５４を含む選択可能なボタンまたはアイコンの形式での活動のメニュー
３４４を有する。仰向けとは、患者が仰向けになっていることを意味し、右側とは患者が
右側を向いていることを意味し、左側とは患者が左側を向いていることを意味する。室内
の椅子とは患者がベッド１０を出て患者の部屋の中の椅子に座っていることを意味し、椅
子モードベッドとはベッドが椅子位置に移動されていることを意味する。従って、例証的
実例では、メニュー３４４にリストされている活動は、相互排他的である。つまり、患者
はある時点でこれらの活動のうち１つのみを行うことができる。図２４～２６の以下の説
明は、メニュー３４４からの仰向けアイコン３４６の選択に関する。しかし、類似のプロ
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セスに従うと、スクリーン３４２上のメニュー３４４からの他のアイコン３４８、３５０
、３５２、３５４の選択に対応して、図２４－２６と同様のスクリーンセットが表示され
る。
【００６７】
　スクリーン３４２のメニュー３４４上の仰向けボタン３４６の選択に対応して、例えば
図２４に示されるように、活動仰向けスクリーン３５６がグラフィカルユーザーインター
フェース１４２上に表示される。活動仰向けスクリーン３５６は、「患者が仰向けになり
ました」という文字を含む欄３５８および「ｘ」アイコン３６０を有する。この時点で、
介護者はカルテ記録アイコン３３６を選択することができ、図１１のカルテ記録確認ウィ
ンドウ２７８がインターフェース１４２上に表示される。介護者は次に、「はい」アイコ
ン２８２を選択して活動データをＥＭＲシステム１７６中の患者のＥＭＲにカルテ記入す
るか、または「いいえ」アイコン２８４を選択して活動データをカルテ記入せずにスクリ
ーン３５６に戻る。スクリーン２７８上の「はい」アイコン２８２を選択すると、活動ス
クリーン３３２が再びインターフェース１４２上に表示される。
【００６８】
　スクリーン３５６を閲覧中、介護者が活動を患者のＥＭＲにカルテ記入せずに削除した
い場合は、介護者は「ｘ」アイコン３６０を選択する。これにより、図２５に示されるよ
うに、活動削除入力スクリーン３６２がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上
に表示されることになる。活動削除入力スクリーン３６２は、「はい」アイコンまたはボ
タン３６４および「いいえ」アイコンまたはボタン３６６に加えて、「このカルテ入力を
削除しますか？」という文字を有する。介護者がスクリーン３６２上の「いいえ」アイコ
ン３６６を選択すると、介護者が図２４のスクリーン３５６に戻る。介護者がスクリーン
３６２の上「はい」アイコン３６４を選択すると、スクリーン３５６上に表示された活動
が消去され、介護者は図２２のスクリーン３３２に戻る。
【００６９】
　介護者がスクリーン３３２上の履歴の閲覧アイコン３３８を選択すると、例えば図２６
に示されるように、活動履歴の閲覧スクリーン３６８がグラフィカルユーザーインターフ
ェース１４２上に表示される。例証的実例では、「患者が仰向けになりました。３：１１
　ＡＭ」という文字列３７０がスクリーン３６８上に表示される。関連患者に関して過去
に追加的活動がＥＭＲシステム１７６にカルテ記入されていた場合は、テキスト３７０に
類似の追加的文字列もスクリーン３６８上に表示される。一部の実施形態では、患者に対
してあまりに多くの活動がカルテ記入されているためにすべての文字列がスクリーン３６
８に入らない場合、上・下スクロール矢印が提供され、介護者は他の活動入力にスクロー
ルすることができる。
【００７０】
　図２７を参照すると、スケールタブ２０４を選択した場合、スケールスクリーン３７２
がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。スクリーン３７２は、
前回の体重欄３７４、前回の体重測定日時欄３７６、前回のゼロ設定日時欄３７８、ＥＭ
Ｒステータス欄３８０、および体重履歴グラフ欄３８２を含む。スクリーン３７２の例証
的実例では、各欄３７４、３７６、３７８、３８０には、患者の体重がまだ測定されてい
ないことを示すためにＮ／Ａが表示される。このように、これらの欄に対するデータがな
く、患者の体重がまだ測定されていないので欄３８２には体重グラフがない。
【００７１】
　スクリーン３７２はまた、スケールゼロ設定ボタンまたはアイコン３８４、体重調整ボ
タンまたはアイコン３８６、ｋｇボタンまたはアイコン３８８、体重履歴ボタンまたはア
イコン３９０、および患者体重測定ボタンまたはアイコン３９２も有する。スケールゼロ
設定ボタン３８４は、スケールシステム２７０の風袋重量を設定するために使用される。
体重調整ボタン３８６は、ボタン３８６を選択した後にインターフェース１４２上に表示
されるプラスおよびマイナスキーを使って、患者の体重測定値を上下に調整するために使
用される。ｋｇボタン３８８は、介護者が患者の体重をキログラム（ｋｇ）またはポンド
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（ｌｂ）のどちらで表示したいかを示すために使用される。ボタン３８８を押すと、スケ
ールシステム２７０はポンドシステムに切り替わり、ボタン３８８に「ｌｂ」単位が表示
されて体重の単位がｌｂで表示されていることを示す。体重履歴ボタン３９０を押すと、
体重グラフが欄３８２に表示される。
【００７２】
　介護者がスクリーン３７２上の患者体重測定ボタン３９２を選択すると、図２８に示さ
れるスケール解放スクリーン３９４が閾値時間（例証的実例では３秒）の間グラフィカル
ユーザーインターフェース１４２上に表示される。スクリーン３９４は、「ベッドから離
れてください」および「２秒後に患者の体重を測定します。」の文字を有する。従って、
例証的実施形態では、スクリーン３９４上の文字は、閾値の３秒から１秒単位でカウント
ダウンする。閾値時間が経過した後、図２９に示されるように、スケール体重測定スクリ
ーン３９６がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。病院用ベッ
ド１０のスケールシステム２７０が患者の体重を測定する間、スクリーン３９６がインタ
ーフェース１４２上に表示される。
【００７３】
　スケールシステム２７０が患者の体重を測定し終えると、例えば図３０に示されるよう
に、スケール承認スクリーン３９８がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に
表示される。スケール承認スクリーン３９８は、患者の測定体重が表示される新規患者体
重欄４００を有する。例証的実例では、患者の体重は９６．０ｋｇである。スクリーン３
９８は、キャンセルボタンまたはアイコン４０２、体重再測定ボタンまたはアイコン４０
４、および承認ボタンまたはアイコン４０６を有する。キャンセルボタン４０２は、今測
定したばかりの体重測定値をキャンセルするために選択する。体重再測定ボタン４０４は
、ベッドに当たったまたは以前の体重測定中に患者が動いたなど、介護者が何らかの理由
で患者の体重を再測定したい場合に選択する。
【００７４】
　承認ボタン４０６は、患者の体重を測定した後にその体重を承認するために押される。
図３１～３４に関して以下で考察するが、承認４０６を選択することにより、ＥＭＲ自動
送信機能が有効か無効かに応じて、以下のような動作が行われる。（ＥＭＲ自動送信が有
効の場合）制御回路９８のメモリー１７４に患者の体重が保存され、体重測定値のＥＭＲ
システム１７６へのカルテ記入が開始される。または、（ＥＭＲ自動送信が無効の場合）
制御回路９８のメモリー１７４に患者の体重が保存されるが、体重測定値のＥＭＲシステ
ム１７６へのカルテ記入は開始されない。
【００７５】
　ＥＭＲ自動送信機能が無効の場合、スクリーン３９８上の承認ボタン４０６の選択後、
例えば図３１に示されるように、スケール黄色スクリーン４０８がグラフィカルユーザー
インターフェース１４２上に表示される。ＥＭＲ自動送信機能が有効の場合、承認ボタン
４０６の選択後、図１１のカルテ記入確認ウィンドウ２７８がグラフィカルユーザーイン
ターフェース１４２上に表示される。ウィンドウ２７８の「はい」ボタン２８２を選択す
ると、スケール黄色スクリーン４０８がインターフェース１４２上に表示され、患者の体
重がＥＭＲシステム１７６に送られて上述のように患者のＥＭＲにカルテ記入される。ス
クリーン４０８は、黄色にハイライトされた（図３１では斜線で表示）欄３７４、３７６
、３８０を有し、これは、新しい情報がベッド１０のメモリー１７４に保存されかつＥＭ
Ｒ自動送信機能が有効の場合は患者のＥＭＲにもカルテ記入されていることを示す。閾値
時間（例証的実例では３秒）が経過している間、欄３７４、３７６、３８０の黄色のハイ
ライトは薄くなり、この時点で、例えば図３２に示されるように、スケール最終スクリー
ン４１０がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。
【００７６】
　スクリーン４０８、４１０上の欄３８２は、患者の現在の体重を含むグラフを示す。患
者が複数回体重測定されている場合は、追加的データポイントが欄３８２のグラフ上に表
示される。例証的実例では、「０８／１８／１０　３：５２　ＡＭ送信」の文字が欄３８
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０に表示されており、これは、ＥＭＲシステム１７６に患者の体重がカルテ記入された日
付および時間を示している。従って、ＥＭＲ自動送信機能は、例証的実例では有効化され
ている。ＥＭＲ自動送信機能が無効の場合は、Ｎ／Ａという文字がスクリーン４０８、４
１０上の欄３８０に残ったままになる。
【００７７】
　今度は図３３を参照すると、ＥＭＲ自動送信機能が無効のときにツールタブ２１２を選
択すると、ツール自動送信無効スクリーン４１２がグラフィカルユーザーインターフェー
ス１４２上に表示される。スクリーン４１２は、前回消去日時欄４１６の付いた患者履歴
バー４１４、履歴閲覧アイコンまたはボタン４１８、および消去（新規患者）ボタンまた
はアイコン４２０を含む。一部の実施形態では、ベッド１０のメモリー１７４に以前の患
者用に保存されたデータを消去するためにボタン４２０が選択されて、新規患者に関連す
る新規データのみがグラフィカルユーザーインターフェース１４２上の本明細書に記述の
さまざまなスクリーンに示されるようになる。他の実施形態では、メモリー１７４は以前
の患者のデータをまだ保存している。ベッド１０に新規患者が割り当てられると、インタ
ーフェース１４２上に表示されないにすぎない。ボタン４１８は、ベッド１０に割り当て
られた患者に関する履歴情報を見るために選択される。前回の消去日時欄４１６は、患者
履歴データが最後に消去された日付と時間を示す。
【００７８】
　スクリーン４１２は、日付および時間欄４２４、変更ボタンまたはアイコン４２６、お
よび消去（新規患者）ボタンまたはアイコン４２８を含む、日付および時間バー４２２も
含む。ボタン４２８は、以前の患者の日付および時間情報を消去するために選択する。欄
４２４は、現在の日付と時間を示す。変更ボタン４２６は、例えば、欄４２４に示される
日付および時間が正しくない場合、日付および時間を変更するために使用される。変更ボ
タン４２６を選択すると、日付および時間を変更するキーが表示される。
【００７９】
　スクリーン４１２はさらに、言語欄４３２および変更アイコンまたはボタン４３４を含
む言語バー４３０を含む。例証的実例では、「英語」という言葉が言語欄４３２に表示さ
れる。ボタン４３４は、グラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示されるさ
まざまなスクリーンの言語を変更するために選択する。ボタン４３４を選択すると、言語
のメニューオプションがインターフェース１４２上に表示され、介護者は次に言語オプシ
ョンのメニュー上の希望の言語を選択することができる。
【００８０】
　スクリーン４１２は、有効／無効欄４３８および変更ボタンまたはアイコン４４０を含
むＥＭＲ自動送信バー４３６を有する。ベッド１０のＥＭＲ自動送信機能が無効であるこ
とを示すために、「無効」という言葉が欄４３８に表示される。介護者が図３３のスクリ
ーン４１２上のボタン４４０にタッチすると、欄４３８は黄色のハイライトなどにハイラ
イト（図３４では斜線で示される）され、「無効」という言葉が「有効」に変り、ベッド
１０のＥＭＲ自動送信機能が有効であることが示される。例えば３秒など、閾値時間が経
過した後、図３５に示されるようにハイライトは薄くなり消える。ＥＭＲ自動送信機能が
有効で介護者がこの機能を無効にしたいと思う場合、介護者がボタン４４０にタッチする
と欄４３８はハイライトされ（図３６では斜線で示される）、「有効」という言葉が「無
効」に変わる。閾値時間が経過した後、図３６の欄４３８のハイライトは薄くなって消え
る。従って、ボタン４４０は、ＥＭＲ自動送信機能を有効／無効で切り替えるために使用
され、欄４３８はＥＭＲ自動送信機能が有効か無効かを視覚的に示す。
【００８１】
　次に図３７を参照すると、表面タブ２０８を選択することに対応して、表面スクリーン
４４６がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。表面スクリーン
４４６はユーザー入力を有し、これは病院用ベッド１０のマットレス２２のさまざまな機
能を制御するためにタッチされる。例証的実例では、スクリーン４４６は、マットレス２
２の袋をプログラムされた最大圧力まで膨張させるために選択する最大膨張ボタンまたは
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アイコン４４８、マットレス２２の右回転袋を膨張させて患者を右向きにするために選択
する右回転アイコン４５０、マットレス２２の左回転袋を膨張させて患者を左向きにする
ために選択する右回転アイコン４５２、患者の向きを変える時間を介護者に知らせるタイ
マーをセットするために選択するお知らせアイコンまたはボタン４５４、シート部分のマ
ットレス２２の袋を収縮して患者の横からの退出・進入を容易にするために選択するシー
ト収縮ボタンまたはアイコン４５６、およびアイコン４４８、４５０、４５２、４５６を
使って選択された機能を開始するために押すスタートボタンまたはアイコン４５８を有す
る。
【００８２】
　ボタン４４８、４５０、４５２、４５６に次いでスタートボタン４５８を選択すること
に対応して、「データをＥＭＲに記入」スクリーン４６０がグラフィカルユーザーインタ
ーフェース１４２上に表示される。一部の実施形態では、ボタン４４８、４５０、４５２
、４５６に関する表面機能は、それぞれのボタンが選択されることに対応して開始される
ため、スタートボタン４５８は省かれている。「データをＥＭＲにカルテ記入」スクリー
ン４６０は、介護者がカルテ記入のために患者のマットレス２２の表面機能の使用に関す
る情報をＥＭＲに送ることを可能にする。スクリーン４６０は、介護者が自分のＰＩＮを
タイプするキーボード４６２、およびデータをＥＭＲシステム１７６にカルテ記入するた
めに選択するＯＫボタン４６８を含む。キーボード４６２には「ＣＬＲ」の文字を持つク
リアボタン４６４が設けられて、ＰＩＮの入力でミスを犯した時に選択される。介護者が
表面情報をＥＭＲシステム１７６にカルテ記入したくない場合は、アイコン４６６を選択
する。
【００８３】
　図３９を参照すると、正しいＰＩＮが入力され、表面スクリーン上で「右に回転」ボタ
ン４５０にタッチした後に、「データをＥＭＲにカルテ記入」スクリーン４６０上のＯＫ
ボタン４６８にタッチすることに対応して、第一の「患者を右に回転」スクリーン４７０
がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。第一の「患者を右に回
転」スクリーン４７０は、回転データがカルテ記入のためにＥＭＲに送信されたことを確
認する「回転をＥＭＲに送信：７／９／２００８　１：４４：４４　ＰＭ」という文字列
４７４を有する。スクリーン４７０は、回転の時間がどのくらい残っているかを示すカウ
ントダウンタイマーバー４７２も有する。例証的実例では、回転に２９分３７秒が残って
いる。バー４７２は、回転中に時間が経過するにつれて満たされる。
【００８４】
　図４０に示されるように、表面スクリーン４４６上で「右に回転」ボタン４５０にタッ
チした後に、「データをＥＭＲにカルテ記入」スクリーン４６０上でキャンセルボタン４
６６をタッチすることに対応して、第二の「患者を右に回転」スクリーン４７８がグラフ
ィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。スクリーン４７８は、図４０の
スクリーン４７８から図３９のスクリーン４７０上に表示される文字列４７４が省かれて
いることを除いては、基本的にスクリーン４７０と同じである。各スクリーン４７０、４
７８はキャンセルボタンまたはアイコン４７６を有し、これはその期間の時間が完全に経
過する前に回転をキャンセルするために選択される。右回転アイコン４５０が選択される
のではなくスクリーン４４６上で左回転アイコン４５２が選択されることに応答して、か
つ、図３８のスクリーン４６０上で希望する選択が行われた後、実質的にスクリーン４７
０、４７８と同じスクリーンがグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示さ
れる。スクリーン４４６上のアイコン４４８、４５６の使用に応答して、かつ、スクリー
ン４６０上で希望する選択が行われた後、スクリーン４７０、４７８に類似のスクリーン
が表示される。
【００８５】
　図４１を参照すると、患者禁忌スクリーン４８０は、一部の実施形態でグラフィカルユ
ーザーインターフェース１４２上に表示されるスクリーンのもう１つの例である。スクリ
ーン４８０は、患者の薬物および食物アレルギー、患者の針刺し禁忌、および患者のその
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他の禁忌のリストが表示される禁忌ウィンドウ４８２を含む。例証的実例では、ウィンド
ウ４８２は、関連する患者はペニシリンおよびキシモシリンの薬物アレルギーを持つこと
を「薬物アレルギー」見出しの下に示し、マッシュルームおよびピーナッツの食物アレル
ギーを持つことを「食物アレルギー」見出しの下に示す。さらに、例証的実例では、「針
刺し禁忌」見出しの下で患者の左腕は針刺し禁忌となっている。この禁忌は、患者／ベッ
ドアイコン上にも患者の左上に対応する色の付いた領域４８６として図式的に示されてい
る。例えば、領域４８６は一部の実施形態では赤色であるが、他の色またはパターン、影
などの図式的マークを必要に応じて使用できる。また例証的実例では、患者の左側からの
患者の退出に関する禁忌が、「他の禁忌」見出しの下のウィンドウ４８２に示されている
。
【００８６】
　上述のスクリーンの部分とかなり類似したスクリーン４８０の他の部分は、類似の参照
番号などで示されている。しかし、スクリーン４８０では、タブではなくアイコンまたは
ボタン２０２、２０４、２０８、２１０が表示されている。また、ヘルプボタン２１４は
、「ヘルプ」という言葉ではなく疑問符（「？」）を含む。さらに、スクリーン４８０は
、ウィンドウ４８２を表示するためにタッチまたは選択する患者ボタンまたはアイコン４
８８を含む。警報停止アイコンまたはボタン４９０もスクリーン４８０上に設けられてお
り、ベッド１０で起こる任意の警報を停止するために選択できる。介護者が、例えば図４
１のボタン２０４、２０８、２１０および４８８と同じ領域にスクリーン４９０上に表示
されるカルテ記入アイコンまたは警報アイコンなどの他のボタンまたはアイコンへとスク
ロールできるように、スクロールアイコン４９４の付いた垂直スクロールバー４９２がス
クリーン４８０上に設けられている。本開示で前に述べたスクリーンには、スクリーン４
８０が、患者の名前、患者の担当医、および患者の担当看護師を示すものもあるが、一部
の実施形態ではこの情報の一部またはすべてが省かれている。
【００８７】
　スクリーン４８０のウィンドウ４８２にリストされている禁忌に関する情報は、一部の
実施形態ではリモートコンピューター１７６からベッドに伝達される。一部の実施形態で
は、これはボタン４８８を選択することに対応して起こる。他の実施形態では、特定の患
者がベッド１０と関連付けられると、情報はベッド１０に伝達されてメモリー１７４に保
存される。このような実施形態では、ボタン４８８を選択すると、メモリー１７４に保存
された禁忌情報が表示される。また他の実施形態では、グラフィカルユーザーインターフ
ェース１４２は、例えば表示されたキーボードを介して、またはウィンドウ４８２に提供
された見出しの下の関連カテゴリーの一般的禁忌をリストするドロップダウンメニューを
介して、このような情報の直接入力を提供する。
【００８８】
　禁忌ウィンドウ４８２に関して、一部の実施形態では、表示される情報は医師の指示か
ら取得され、この指示は、リモートコンピューター１７６に入力および／または保存され
るか、および／またはグラフィカルディスプレイスクリーン１４２を使って入力される。
従って、例えば医師の指示をベッドサイドでＥＭＲまたはＡＤＴコンピューター１７６か
ら受信し、それらをその場でディスプレイスクリーン１４２上に表示することは、本開示
の範囲内である。これに代えてまたはこれに加えて、スクリーン１４２上に表示される情
報には、カレンダーの「１日の概要」タイプの形式で、介護者が患者の動作および時間を
ベッドサイドで見ることができるような患者のスケジュールを含む。このタイプの情報は
、ウィンドウ４８２に表示される禁忌を判断するのに有用である。例えば、患者が脊椎手
術を受けた後は、ベッド１０は、頭部分４０を低くした逆トレンデレンブルグ体位に構成
されなければならない。患者が脊椎手術から戻った後は、頭部分４０を上昇させるべきで
はない。
【００８９】
　ベッド動作の禁忌の別の例は、患者が脚の手術を受けた後に、ベッドの足および大腿部
分４３、４４を動かすことである。一部の例では、足および大腿部分４３、４４を低くし
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ておくのが望ましいことがあるが、他の例では、例えば足部分４４を水平にして大腿部分
４３を上げておくのが望ましい場合がある。従って、表４８２の他の禁忌見出しの下に表
示されるメッセージの例には、患者のタイプおよび／避けるべきベッドの動作によって、
「患者の動作－頭部分を低く保ち、上部フレームを逆トレンデンブルグ体位に保つ」、「
患者の動作－大腿および足部分を平らに保つ」、「患者の動作－大腿および足部分を高く
保つ」、「頭部分を上げない」、「大腿および足部分を低くしない」などが含まれる。
【００９０】
　本開示によると、医師の指示に反して、または別の形で患者の記録の情報に反して、禁
忌であるベッド動作を行おうとすると、ディスプレイスクリーン１４２は、例えば、警告
メッセージ「あなたが行おうとしている動き［行おうとしている動きをここに記載］は、
以下の医師の指示により禁忌となっています：［医師の指示をここに記載］。詳細情報を
得るには、または、指示を解除するには、［ＡＤＴまたはＥＭＲシステムから取得した医
師の名前をここに記載］に連絡してください。」を表示する。グラフィカルユーザーイン
ターフェース１４２上に警告を表示することにより、リモートコンピューター１７６から
の情報に基づいて禁忌となっている方法で介護者がベッドを動かそうとした場合に、患者
の安全が向上し、かつ、患者の転帰が改善される。一部の実施形態では、ディスプレイス
クリーン１４２は、禁忌の方法でベッドを動かすために選択できるオーバーライドアイコ
ンを１つ以上持つ。一部の実施形態では、介護者は一連の２つ以上のスクリーンまたはウ
ィンドウ上で適切なオーバーライド選択を行うことが必要である。
【００９１】
　ディスプレイスクリーン１４２上で禁忌の指示を知らせることは、介護者が各患者のス
テータスを覚えておくこと、および、シフト中にその介護者が世話をしているさまざまな
患者に対してどのような医師の指示が現在有効かを覚えておくことの助けとなる。これは
また、一組の介護者から別の組に患者を引き継ぐことを容易にする。介護者にベッドまた
は患者動作の禁忌について警告することにより、望ましくないベッドまたは患者の動作が
回避される。これはまた、患者がディスプレイスクリーン１４２を見て適正な一式のステ
ップをクリックし、禁忌をオーバーライドしてベッド動作に進むことができないため、患
者が不注意に外側のコントロール（例えば、患者とは反対側のサイドレールの横にあるユ
ーザー入力）を押すことによる偶発的起動を減少させる。
【００９２】
　図４２を参照すると、「摂取／排出のカルテ記入」スクリーン５００は、患者が異なる
時間に摂取した食物と飲物についての情報を示すためにグラフィカルユーザーインターフ
ェース上に表示される摂取表５０２、および患者の排出についての情報を持つ排出表５０
４を含む。スクリーン５００をナビゲートするためには、カルテ記入ボタン２１０を選択
する。一部の実施形態では、これによってさまざまなカルテ記入オプションのリストが表
示される。カルテ記入オプションは、一部の実施形態ではボタンに記述されており、他の
実施形態ではオプションのメニュー上に表示される。例えば、カルテ記入アイコン２１０
を選択すると、摂取／排出ボタン（非表示）およびバイタルサインボタン（非表示）が表
示される場合がある。摂取／排出ボタンを選択すると、グラフィカルユーザーインターフ
ェース１４２上にスクリーン５００が表示される。バイタルサインボタンを選択すると、
図１３のスクリーン２９４と類似または同一のスクリーンがグラフィカルユーザーインタ
ーフェース１４２上に表示される。一部の実施形態では、例えば図４のスクリーン２２６
に関して、上述のようにユーザーはログインスクリーンにＰＩＮをまず入力しなければな
らない。
【００９３】
　例証的実例では、図４２に示されるように、表５０２は摂取、食事、液体、支援および
時間の見出しを持つ欄を含む。摂取欄は、患者の摂取物のタイプを示すための朝食、昼食
、おやつ、夕食およびその他などの入力を含む。食事欄は、患者が摂取した摂取物のパー
セントを示す。例証的実例では、表５０２の朝食という言葉の隣に「５０％」と示される
ように、患者は朝食の半分を食べ、おやつという言葉の隣に「１００％」と示されるよう
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に、患者はおやつのすべてを食べた。液体欄は、患者が摂取した液体の容量または量をミ
リリットル（ｍｌ）で示す。支援欄は、食事中に介護者が患者に提供した支援の程度を示
す。例証的実例では、表５０２の「全体」という言葉で示されるように、介護者は朝食全
体を患者に食べさせなければならなかった。また、表５０２の「支援」という言葉で示さ
れるように、介護者は昼食時患者にはある程度の支援を提供しており、かつ、表５０２の
残りの各列の「自身」という言葉で示されるように、患者は表５０２の残りの摂取物は自
分で食べることができた。時間欄は、患者が特定の摂取物を食べた時間を示す。一部の実
施形態では、日付欄（非表示）も表５０２に示されている。例証的実例では、表５０２の
他の入力を上下にスクロールするためのスクロールバー４９２’およびスクロールアイコ
ン４９４’が表５０２の右側に提供されている。
【００９４】
　スクリーン５００の例証的実例では、スクリーン５００は、表５０２の右側に摂取アイ
テム追加ボタンまたはアイコン５０６および摂取履歴閲覧ボタンまたはアイコン５０８を
さらに有する。ボタン５０６を選択すると、介護者はドロップダウンメニューまたはキー
ボードなどを介して、表５０２に別の列の情報を追加することができる。ボタン５０８の
選択によって、介護者は表５０２の患者の摂取情報履歴にアクセスすることができる。摂
取情報履歴は、例えば前日または数日前の患者の摂取に対応する。一部の実施形態では、
摂取情報は、ボタン５０８の選択に対応してリモートコンピューター１７６から検索され
る。従って、本開示によると、表５０２に入力された摂取情報は、患者の電子医療記録に
保存されるために、ベッド１０によってコンピューター１７６に転送される。一部の実施
形態では、摂取情報は、既定時間に自動的にまたは定期的に、ベッド１０からコンピュー
ター１７６に転送される。他の実施形態では、摂取情報は、ユーザーがコンピューター１
７６でベッド１０から検索する。これに代わりまたは・これに加えて、摂取情報がベッド
１０のメモリー１７４にその場で保存されることは、本開示の範囲内である。
【００９５】
　例証的実例では、図４２に示されるように、表５０４は排出、尿、嘔吐、ＢＭ／便およ
び時間の見出しを持つ欄を含む。排出欄は、排出物の測定方法（容量／サイズまたは数）
を示す。容量／サイズおよび数は、情報を入力する表５０４の列に対応する。尿欄は、患
者が排尿した時の量または容量をミリリットル（ｍｌ）で示す。嘔吐欄は、患者が嘔吐し
たときの量または容量を示す。例証的実例では、患者は嘔吐していないので、嘔吐欄には
すべての排出に対して該当なし（「ＮＡ」）と表示されている。ＢＭ／便欄は、患者の便
通に対する媒体の容量／サイズおよび０１の数を示し、これは時間欄に示すように午前１
１時３０分に行われている。時間欄は、患者が特定の排出物を排出した時間を示す。一部
の実施形態では、日付欄（非表示）も表５０４に示されている。例証的実例では、表５０
４の他の入力を上下にスクロールするためのスクロールバー４９２”およびスクロールア
イコン４９４”が表５０２の右側に設けられている。
【００９６】
　スクリーン５００の例証的実例では、スクリーン５００は、表５０４の右側に排出アイ
テム追加ボタンまたはアイコン５１０および排出履歴閲覧ボタンまたはアイコン５１２を
さらに有する。ボタン５１０を選択すると、介護者はドロップダウンメニューまたはキー
ボードなどを介して、表５０４に別の列の情報を追加することができる。ボタン５１２の
選択によって、介護者は表５０４の患者の排出情報履歴にアクセスすることができる。排
出情報履歴は、例えば前日または数日前の患者の排出に対応する。一部の実施形態では、
排出情報は、ボタン５１２の選択に対応してリモートコンピューター１７６から検索され
る。従って、本開示によると、表５０４に入力された排出情報は、患者の電子医療記録に
保存されるために、ベッド１０によってコンピューター１７６に転送される。一部の実施
形態では、排出情報は、既定時間に自動的にまたは定期的に、ベッド１０からコンピュー
ター１７６に転送される。他の実施形態では、排出情報は、ユーザーがコンピューター１
７６でベッド１０から検索する。これに代わりまたはこれに加えて、排出情報がベッド１
０のメモリー１７４にその場で保存されることは、本開示の範囲内である。
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【００９７】
　一部の実施形態では、患者の摂取および排出情報は、ベッド１０で入力されるのではな
く、リモートコンピューター１７６で入力される。一部の実施形態では、リフレッシュボ
タンまたはアイコン５１４（図４２に例を表示）がスクリーン５００に設けられている。
アイコン５１４を選択すると、ベッド１０によってリモートコンピューター１７６から摂
取および排出の情報が検索される。従って、一部の実施形態では、グラフィカルユーザー
インターフェース１４２は、患者の摂取および排出情報をベッド１０のメモリー１７６に
入力するために使用され、次に、例えばベッド１０はその情報を患者の電子医療記録に保
存するためにリモートコンピューター１７６に送る。他の実施形態では、グラフィカルユ
ーザーインターフェース１４２は、リモートコンピューター１７６から摂取または排出の
情報を請求または引き出して表示するために使用される。スクリーン５００は、容量単位
をミリリットル（ｍｌ）と立方センチメートル（ｃｃ）の間で切り替えるためのｍｌ／ｃ
ｃボタンまたはアイコン５１６をさらに含む。
【００９８】
　図４３を参照すると、雑機能スクリーン５２０は、図４４～４８のスクリーンをナビゲ
ートするために選択するアイコンまたはボタンを含み、これは以下でさらに考察する。ス
クリーン５２０にナビゲートするには、一部の実施形態では、ユーザーがアイコン４９４
を使って、雑機能または他の機能ボタンまたはアイコン（非表示）がグラフィカルユーザ
ーインターフェース１４２上に表示されるまでスクロールし、そのボタンを選択すると、
スクリーン５２０が表示される。スクリーン５２０は、巡回チェックリストボタンまたは
アイコン５２２、手順アイコンまたはボタン５２４、サービスアイコンまたはボタン５２
６、ＥＭＲダッシュボードボタンまたはアイコン５２８、およびネットワーク／患者関連
ボタンまたはアイコン５３０を含む。
【００９９】
　スクリーン５２０上のボタン５２２を選択すると、例えば図４４に示されるように、巡
回チェックリストスクリーン５３０がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に
表示される。スクリーン５３０は、関連する患者に関して介護者が行うべき仕事または機
能のリストを有する。例証的実例では、巡回リストは以下の仕事または機能を含む：サイ
ドレールを上げる、ブレーキをセットする、病院用ベッドの上部フレームを最も低い位置
にする、仰角３０°以上の位置に病院用ベッドの頭部分を上げる、トイレへの経路に障害
物がないことを確認する、常夜灯が点いていることを確認する、ベッド退出システムをセ
ットする、患者の痛みのレベルを評価する、娯楽機器またはナースコールのコントロール
が患者の手の届く範囲内にあることを確認する、患者のバイタルサインをチェックする、
ＩＶポンプバッグまたは排液容器を交換または空にする必要があるかどうかをチェックす
る、患者の体位を変える、部屋の中につまずく危険性がないことを確認する、包帯をチェ
ックまたは交換する、患者が飲料水を必要としているかどうかをチェックする、および患
者がトイレに行く必要があるかどうかをチェックする。
【０１００】
　介護者が仕事または機能を完了した際に選択するために、チェックボックス５３２がス
クリーン５３０上に提供されている。例証的実例では、巡回チェックリストの上の最初の
２つの仕事は完了しているが、残りの仕事および機能はまだ完了していない。グラフィカ
ルユーザーインターフェース１４２上に巡回チェックリストを提供することにより、介護
者はチェックリスト上の完了した仕事またはアイテムをチェックして消すことができる。
当然のことながら、異なる病院は異なる巡回チェックリストを有する。従って、スクリー
ン５３０上に提供された仕事および機能が特定の医療施設に対してカスタマイズされるべ
きことは、本開示の範囲内である。このような種類のチェックリスト上の仕事またはアイ
テムの別の例には、ベッドパンまたは尿ボトルの交換を含む。
【０１０１】
　スクリーン５２０上のボタン５２４を選択すると、例えば図４５に示されるように、手
順スクリーン５４０がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。ス
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クリーン５４０は、関連する手順のステップについてのリストを閲覧するために選択でき
る、多くの手順タブ５４２を有する。スクリーン５４０の例証的実例では、タブ５４２は
一般的に手順１、手順２、手順３、手順４に関連するものとして示されている。実際の実
行では、タブ５４２の言い回しは、関連手順をさらに説明するために編集される。このよ
うな編集は、キーパッドを用いて、または、無線連結装置を含む適切なポートまたは連結
器を介してベッド１０の制御回路９８とインターフェース接続するラップトップや他のコ
ンピューターなどの他の管理ツールを用いて行われる。
【０１０２】
　例証的実例では、手順３が選択されており、ビデオリンクボタンまたはアイコン５４４
の一式が、スクリーン５４０のステップについてのリストの各ステップに隣接して設けら
れている。特定のアイコン５４４を選択すると、介護者はその手順の関連ステップのビデ
オを見ることができる。グラフィカルユーザーインターフェース１４２上でビデオが再生
され、ビデオが終わるとスクリーン５４０がインターフェース１４２上に自動的に再表示
される。一部の実施形態では、インターフェース１４２上で再生されるビデオは、対応す
るボタン５４４の選択に対応してリモートコンピューター１７６から検索される。従って
、ベッド１０のグラフィカルユーザーインターフェース１４２は、グラフィカルユーザー
インターフェース１４２上で手順の少なくとも一部を示すビデオクリップとリンクするた
めに使用されることを、本開示では意図する。スクリーン５４０は、介護者が関連する手
順のステップが完了した時に選択するために、各ステップに隣接してチェックボックス５
４６を有する。
【０１０３】
　スクリーン５２０上のボタン５２６を選択すると、例えば図４６に示されるように、サ
ービススクリーン５５０がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される
。サービススクリーン５５０は、その医療環境で利用可能な他のサービスに関連したサー
ビスボタンまたはアイコン一式を有する。従って、グラフィカルユーザーインターフェー
ス１４２は、介護者および／または患者に、ベッドサイドまたはケア現場で完全かつさま
ざまなサービスへのアクセスを提供することができる。これらのサービスの一部としては
、病院情報技術（ＩＴ）アクセス関連（例えば、ＥＭＲ、薬剤、食品サービス、周辺制御
、部屋コントロール）、製品サービスおよびメンテナンス関連、ベッド機能関連、および
娯楽関連（例えば、テレビ制御、ラジオ制御、ウェブブラウジング）のものがある。ＨＩ
ＰＡＡに準拠し、患者に近接しかつ用途に対して最適化された確認済み使用環境において
、ベッド１０上のグラフィカルユーザーインターフェース１４２を使用して、カルテ記入
に関する患者の医療ニーズ、食事および栄養素のニーズ、統計報告および／またはトレン
ディング、薬剤または処方箋、および他の活動を実行することができる。
【０１０４】
　例証的実例では、図４６に示されるように、スクリーン５５０はベッドセットボタンま
たはアイコン５５２、理学療法アイコンまたはボタン５５４、液体管理ボタンまたはアイ
コン５５６、食事ボタンまたはアイコン５５８、部屋アイコンまたはボタン５６０、カル
テアイコンまたはボタン５６２、患者の移動ボタンまたはアイコン５６４、薬剤ボタンま
たはアイコン５６６、および娯楽ボタンまたはアイコン５６８を有する。ベッドセットボ
タン５５２を選択すると、次の患者に対してベッド１０のセットアップができていること
を示すために、ベッド１０からリモートコンピューター１７６（例えば、病室掃除のスケ
ジュール設定に関連したコンピューター）に信号が送られる。理学療法ボタン５５４を選
択すると、関連する患者の理学療法スケジュールなどの理学療法についての情報がグラフ
ィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。一部の実施形態では、グラフィ
カルユーザーインターフェース１４２は、患者の１つ以上の理学療法セッションに対する
時間をセットアップまたは変更するために使用するアイコンまたはボタンを表示する。ボ
タン５５４を選択すると、医療施設の理学療法部門に関連したリモートコンピューター１
７６との通信が確立される。
【０１０５】
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　スクリーン５５０上の液体管理ボタン５５６を選択すると、グラフィカルユーザーイン
ターフェース１４２上に液体管理についての情報が表示される。例えば、インターフェー
ス１４２は、新しいＩＶ液体容器が必要であること、および／または新しいフォーリー袋
が必要であることを示すため、および／または患者がさらにジュースまたは水を必要とし
ていることを示すために選択するボタンまたはアイコンを有する。一部の実施形態では、
このような要求は、ベッド１０からマスターナースステーションのリモートコンピュータ
ー１７６に伝達される。食事ボタン５５８を選択すると、グラフィカルユーザーインター
フェース１４２上に食事情報が表示される。例えば、一部の実施形態では、インターフェ
ース１４２は、患者の次回の食事またはおやつの食物および／または飲物を選択するため
のボタンまたはアイコンを有する。一部の実施形態では、このような食物および／または
飲物の選択のオプションは、医療施設の食品サービス部門に関連したリモートコンピュー
ター１７６からベッド１０に伝達され、食品および／または飲物の選択結果は、ベッド１
０から食品サービス部門のリモートコンピューター１７６に伝達される。
【０１０６】
　スクリーン５５０上の部屋ボタン５６０を選択すると、グラフィカルユーザーインター
フェース１４２上に部屋環境コントロールが表示される。このような部屋コントロールに
は、部屋の照明および／または室温を制御するために使用するボタンまたはアイコンを含
む。娯楽ボタン５６８を選択すると、グラフィカルユーザーインターフェース１４２上に
娯楽コントロールが表示される。このような娯楽コントロールは、患者の室内にあるまた
はベッド１０の一部として含まれているテレビおよび／またはラジオを制御するために使
用するボタンまたはアイコンを含む。従って、娯楽コントロールは、チャンネル選択およ
び音量調節アイコンまたはボタンを含む。
【０１０７】
　薬剤アイコン５６６を選択すると、関連する患者の予定された医薬品などの薬剤情報が
、グラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。一部の実施形態では、
グラフィカルユーザーインターフェース１４２には、患者用の医薬品を追加で請求するた
めに使用するアイコンまたはボタンを表示される。ボタン５６６を選択すると、医療施設
の薬局部門に関連したリモートコンピューター１７６との通信が確立される。一部の実施
形態では、薬剤情報は、医療施設の薬局部門に関連するリモートコンピューター１７６か
らベッド１０に伝達され、ベッド１０のグラフィカルユーザーインターフェース１４２を
介して行われる薬剤請求は、ベッド１０から薬局部門のリモートコンピューター１７６に
伝達される。
【０１０８】
　患者の移動ボタン５６４を選択すると、ベッド１０からリモートコンピューター１７６
（例えば、病棟勤務員および／または輸送スケジューリングに関連したコンピューター）
に信号が送られ、関連する患者を例えばベッド１０からストレッチャーまたは椅子などに
移動する必要があることが示される。カルテボタン５６２を選択すると、例えば図４７に
示されるように、カルテスクリーン５７０がグラフィカルユーザーインターフェース１４
２上に表示される。カルテスクリーンは、患者の電子医療記録で利用可能なデータ一式を
閲覧するために選択することのできるカルテボタンまたはアイコンを有する。例証的実例
では、スクリーン５７０は、バイタルボタンまたはアイコン５７２、ステータスアイコン
またはボタン５７４、プロファイルアイコンまたはボタン５７６、レポートボタンまたは
アイコン５７８、およびトレンドアイコンまたはボタン５８０を含む。
【０１０９】
　スクリーン５５０上のバイタルボタン５７２を選択すると、関連する患者のバイタルサ
イン情報がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。一部の実施形
態では、バイタルサイン情報は患者の電子医療記録から検索されるが、ベッド１０のグラ
フィカルユーザーインターフェース上ではバイタルサイン情報を編集または入力すること
はできない。他の実施形態では、ボタン５７２を選択すると、患者のバイタルサインをベ
ッド１０を介して電子医療記録に入力するために、図１３のスクリーン２９４と実質的に



(35) JP 6012949 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

類似したまたは同一のスクリーンがインターフェース１４２上に表示される。
【０１１０】
　スクリーン５７０上のステータスボタン５７４を選択すると、関連する患者のステータ
ス情報がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。一部の実施形態
では、ステータス情報は患者の電子医療記録から検索されるが、ベッド１０のグラフィカ
ルユーザーインターフェース上ではステータス情報を編集または入力することはできない
。他の実施形態では、ボタン５７４を選択すると、患者のステータス情報をベッド１０を
介して電子医療記録に入力するために、スクリーンがインターフェース１４２上に表示さ
れる。スクリーン５７０上のプロファイルボタン５７６を選択すると、関連する患者のプ
ロファイル情報がグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示される。一部の
実施形態では、プロファイル情報は患者の電子医療記録から検索されるが、ベッド１０の
グラフィカルユーザーインターフェース上ではプロファイル情報を編集または入力するこ
とはできない。他の実施形態では、ボタン５７６を選択すると、患者のプロファイル情報
をベッド１０を介して電子医療記録に入力するために、スクリーンがインターフェース１
４２上に表示される。
【０１１１】
　レポートボタン５７８を選択すると、関連する患者の医療レポート情報がグラフィカル
ユーザーインターフェース１４２上に表示される。一部の実施形態では、医療レポート情
報は患者の電子医療記録から検索されるが、ベッド１０のグラフィカルユーザーインター
フェース上ではレポート情報を編集または入力することはできない。他の実施形態では、
ボタン５７８を選択すると、患者の医療レポート情報をベッド１０を介して電子医療記録
に入力するために、スクリーンがインターフェース１４２上に表示される。トレンドアイ
コン５８０を選択すると、関連する患者のトレンディング情報履歴がグラフィカルユーザ
ーインターフェース１４２上に表示される。図２１のスクリーン３３０は、アイコン５８
０を選択することに対応して、インターフェース１４２上に表示されるトレンディング情
報のタイプの例である。
【０１１２】
　　次に図４８を参照すると、雑機能スクリーン５２０上のネットワーク／患者関連アイ
コン５３０を選択することに対応してグラフィカルユーザーインターフェース上に表示さ
れるネットワーク／患者関連スクリーン５９０が示されている。スクリーン５９０は、ネ
ットワーク接続性についての情報を提供する第一の文字ブロック５９２、および対応する
ベッド１０に関連付けるべき可能性のある患者についての情報を提供する第二の文字ブロ
ック５９４を有する。ベッド１０が１つ以上のネットワークと通信できる場合は、複数の
利用可能なネットワークについての情報が文字ブロック５９２に表示され、ユーザーは次
に、ベッド１０がどの利用可能なネットワークを通信のために使用すべきかを選択する。
さらに、文字ブロック５９４は、ベッド１０と関連付けられている可能性のある患者のリ
ストを有する。この場合、ユーザーは、ベッド１０と関連付ける適切な患者を、患者リス
トから選択する。本開示によると、可能性のある患者のリストは、プログラムされたロジ
ックを介して患者の性別、体重などに基づいて作成される。例えば、ベッド１０の体重測
定スケールシステムが患者の体重を２５０ポンドと感知した場合、これと類似の体重（例
えば、１０または２０％などの許容差範囲内）を持つ患者のリストが文字ブロック５９４
に表示され得る。一部の実施形態では、文字ブロック５９４に表示される可能性のある患
者のリストをフィルターにかけるために、例えば身長、指紋、網膜スキャンなどの他のバ
イオメトリックデータを使用し得る。このような実施形態では、ベッド１０は、患者のバ
イオメトリック情報を感知するための適切なセンサー（例えば、指紋リーダーまたは網膜
スキャナー）を含む。介護者が、患者と病院用ベッド１０の関連付けを承認するために、
グラフィカルユーザーインターフェース１４２上には、承認ボタンまたはアイコン５９６
が設けられている。
【０１１３】
　本開示の範囲内の追加的概念および機能には以下を含む。
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【０１１４】
　介護者が検索表に表示される患者のリストからベッド１０に割り当てられた患者を選択
できるようにするために、または、リモートコンピューターなど他の場所で行われた患者
とベッドの関連付けが正しいことをベッドサイドで確認できるようにするために、グラフ
ィカルユーザーインターフェース１４２上で患者名の検索表を提供することが本開示で意
図されている。患者に関するメニューは、一部の実施例ではＡＤＴシステムから引き出さ
れる。一部の実施形態では、メニューは、フィルターすることができるか、またはフィル
ターされている。例えば、男性／女性の選択および／または人種の選択をインターフェー
ス１４２上で行うことができ、次には選択に応じて、選択された人種の男性または女性の
名前のみがメニューにリストされる。医師と患者、介護者と患者、およびベッドと部屋の
関連付けを設定または確認するための追加的な検索表の提供。ベッドが無線で通信する場
合、ベッドと部屋の関連付けを設定するために可能な部屋の選択メニューが、ベッド上ま
たはベッドの外どちらかの１つ以上の無線受信機によって感知された信号強度に基づいて
フィルターされる。一部の実施形態では、介護者はベッド１０のグラフィカルユーザーイ
ンターフェース上に部屋番号を単にタイプする。
【０１１５】
　一部の実施例では、介護者に、患者とベッド、介護者とベッド、ベッドと部屋、および
医師と患者の関連付けを確認または編集することを促すために、グラフィカルユーザーイ
ンターフェース１４２のメッセージが既定時間に表示される。既定時間は、例えばシフト
交代に対応し得る。イベントも、さまざまな関連付けを確認または編集するように介護者
に促し得る。例えば、ベッドのコンセントを抜き、閾値時間が経過した後に再びコンセン
トを入れた場合（ベッドを移動した場合などに起こる）、介護者はグラフィカルユーザー
インターフェース１４２上で関連付けを確認または編集するように促される。一部の実施
形態では、ベッドのコンセントが例えば１５秒または３０秒など短時間抜かれた場合は、
関連付けの再確認はスキップされる。
【０１１６】
　一部の実施形態では、ベッド１０は、ブレーデンスコア、転倒リスクスコア、修正済み
早期警告スコア（ＭＥＷＳ）などのさまざまな患者スコアを受信し、そのスコアをインタ
ーフェース１４２上に表示する。一部の実施形態では、ベッド１０は患者のバイタルサイ
ン情報をＥＭＲシステム１７６から受信し、データをインターフェース１４２上に表示す
る。一部の実施形態では、ベッド１０の特徴および機能は、１つ以上のスコアおよび／ま
たはＥＭＲシステム１７６から受信したバイタルサインデータに基づいて、特定の様式に
構成される。
【０１１７】
　グラフィカルユーザーインターフェース１４２上への標準治療（ＳｏＣ）チェックリス
トの提供は、本開示で意図されている。例えば、患者に転倒リスクがある場合、患者は赤
い靴下を履き、患者は赤い毛布を持ち、患者のドアに星印が付けられているべきである。
ＳｏＣの各アイテムは、介護者がマニュアル確認をするために、インターフェース１４２
上にリストすることができる。一部の実施形態では、ＳｏＣはイベントに基づいて変化す
る。例えば、ベッドがリモートコンピューターまたは室内装置から、または手入力を介し
て、患者がモルヒネ点滴を開始したというデータを受信した場合、ＳｏＣプロトコールは
低転倒リスクから高転倒リスクに切り替わり、対応するＳｏＣチェックリストがグラフィ
カルユーザーインターフェース１４２上に表示される。
【０１１８】
　グラフィカルユーザーインターフェース１４２上で、回答または選択すべき一連の質問
などの皮膚評価ツールを提供することは、本開示で意図されている。
【０１１９】
　リモートＥＭＲコンピューターで行うのと同じ様式で、ベッドにおいてデータを患者の
ＥＭＲに入力するため、ベッド１０のグラフィカルユーザーインターフェース１４２でＥ
ＭＲコンピュータースクリーンを模倣または複製することが、本開示で意図されている。
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　患者の検査結果をグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示することは、
本開示で意図されている。
【０１２１】
　患者の身長および／または体重をＥＭＲシステム１７６からインポートすること、また
は患者の身長をグラフィカルユーザーインターフェース１４２上で入力すること、ベッド
１０に患者の肥満度指数（ＢＭＩ）を計算させること、および、ＢＭＩをグラフィカルユ
ーザーインターフェース１４２上に表示させること、これらはすべて本開示の範囲内であ
る。
【０１２２】
　Ｐｉｘｉｓシステムなどの薬剤送達システムとのリンクを確立すること、および、患者
の薬剤についての情報をグラフィカルユーザーインターフェース１４２上に表示すること
、これらは本開示の範囲内である。
【０１２３】
　介護者が患者の部屋を出る前にチェックリスト上のアイテムを完了したことをモニター
するために、巡回チェックリストと併せて場所特定およびトラッキングシステムを使用す
ることも、本開示で意図されている。
【０１２４】
　本明細書で考察したものと同じスクリーンおよび機能を持ち、インターフェース１４２
と類似しているがベッド１０から分離しているグラフィカルユーザーインターフェースの
提供は、本開示の範囲内である。この分離ユーザーインターフェースは、一部の実施形態
では壁掛け式であり、一部の実施形態ではナースコールシステムのグラフィカルオーディ
オステーションの一部として含まれている。
【０１２５】
　一定の例証的な実施形態について上記に詳細に説明してきたが、本明細書に記述され下
記の請求項で定義される本開示の範囲および骨子の内である多くの実施形態、変形および
変更が可能である。
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